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周防大島町告示第６号 

 平成28年第１回周防大島町議会定例会を次のとおり招集する 

    平成28年３月１日 

                              周防大島町長 椎木  巧 

１ 期 日  平成28年３月８日 

２ 場 所  大島庁舎議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

平川 敏郎君          田中隆太郎君 

広田 清晴君          久保 雅己君 

中本 博明君          魚原 満晴君 

今元 直寬君          松井 岑雄君 

平野 和生君          吉田 芳春君 

濱本 康裕君          新山 玄雄君 

小田 貞利君          尾元  武君 

荒川 政義君                 

───────────────────────────── 

○３月９日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○３月23日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○３月24日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

魚谷 洋一君                 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

平成28年 第１回（定例）周 防 大 島 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             平成28年３月８日（火曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                         平成28年３月８日 午前９時30分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 施政方針並びに議案の説明・行政報告 

 日程第５ 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第６ 諮問第２号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第７ 議案第11号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度周防大島町一般

会計補正予算（第４号）） 

 日程第８ 議案第12号 平成２７年度周防大島町一般会計補正予算（第５号） 

 日程第９ 議案第13号 平成２７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第10 議案第14号 平成２７年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第11 議案第15号 平成２７年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第12 議案第16号 平成２７年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第13 議案第17号 平成２７年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第14 議案第18号 平成２７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第15 議案第19号 平成２７年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第16 議案第20号 平成２７年度周防大島町公営企業局企業会計補正予算（第２号） 

 日程第17 議案第21号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ

いて 

 日程第18 議案第22号 周防大島町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関す

る条例の制定について 

 日程第19 議案第23号 周防大島町防災行政無線放送施設の設置及び管理に関する条例の一部

改正について 

 日程第20 議案第24号 周防大島町職員定数条例の一部改正について 

 日程第21 議案第25号 周防大島町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に

ついて 
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 日程第22 議案第26号 周防大島町報酬及び費用弁償条例の一部改正について 

 日程第23 議案第27号 周防大島町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正 

 日程第24 議案第28号 周防大島町一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正について 

 日程第25 議案第29号 周防大島町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に

ついて 

 日程第26 議案第30号 周防大島町営住宅及び一般住宅条例の一部改正について 

 日程第27 議案第31号 周防大島町と広島市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結に

関する協議について 

 日程第28 議案第32号 山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増減、共同処

理する事務の変更、共同処理する事務の構成団体の変更及びこれに伴

う規約の変更について 

 日程第29 議案第33号 財産の無償貸付けについて 

 日程第30 議案第34号 周防大島町過疎地域自立促進計画の策定について 

 日程第31 議案第35号 辺地総合整備計画の策定について 

 日程第32 議案第36号 屋代山泉センターの指定管理者の指定について 

 日程第33 議案第37号 神領コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 日程第34 議案第38号 小松コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 日程第35 議案第39号 油宇集会施設の指定管理者の指定について 

 日程第36 議案第40号 小泊集会施設の指定管理者の指定について 

 日程第37 議案第41号 周防大島町高齢者生活福祉センター和田苑の指定管理者の指定につい

て 

 日程第38 議案第42号 周防大島町高齢者生活福祉センターしらとり苑の指定管理者の指定に

ついて 

 日程第39 議案第43号 安高地区農事集会所の指定管理者の指定について 

 日程第40 議案第44号 正分地区農事集会所の指定管理者の指定について 

 日程第41 議案第45号 鹿家地区農事集会所の指定管理者の指定について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 施政方針並びに議案の説明・行政報告 
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 日程第５ 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第６ 諮問第２号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第７ 議案第11号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度周防大島町一般

会計補正予算（第４号）） 

 日程第８ 議案第12号 平成２７年度周防大島町一般会計補正予算（第５号） 

 日程第９ 議案第13号 平成２７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第10 議案第14号 平成２７年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第11 議案第15号 平成２７年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第12 議案第16号 平成２７年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第13 議案第17号 平成２７年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第14 議案第18号 平成２７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第15 議案第19号 平成２７年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第16 議案第20号 平成２７年度周防大島町公営企業局企業会計補正予算（第２号） 

 日程第17 議案第21号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ

いて 

 日程第18 議案第22号 周防大島町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関す

る条例の制定について 

 日程第19 議案第23号 周防大島町防災行政無線放送施設の設置及び管理に関する条例の一部

改正について 

 日程第20 議案第24号 周防大島町職員定数条例の一部改正について 

 日程第21 議案第25号 周防大島町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に

ついて 

 日程第22 議案第26号 周防大島町報酬及び費用弁償条例の一部改正について 

 日程第23 議案第27号 周防大島町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正 

 日程第24 議案第28号 周防大島町一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正について 

 日程第25 議案第29号 周防大島町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に

ついて 

 日程第26 議案第30号 周防大島町営住宅及び一般住宅条例の一部改正について 

 日程第27 議案第31号 周防大島町と広島市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結に

関する協議について 

 日程第28 議案第32号 山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増減、共同処

理する事務の変更、共同処理する事務の構成団体の変更及びこれに伴
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う規約の変更について 

 日程第29 議案第33号 財産の無償貸付けについて 

 日程第30 議案第34号 周防大島町過疎地域自立促進計画の策定について 

 日程第31 議案第35号 辺地総合整備計画の策定について 

 日程第32 議案第36号 屋代山泉センターの指定管理者の指定について 

 日程第33 議案第37号 神領コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 日程第34 議案第38号 小松コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 日程第35 議案第39号 油宇集会施設の指定管理者の指定について 

 日程第36 議案第40号 小泊集会施設の指定管理者の指定について 

 日程第37 議案第41号 周防大島町高齢者生活福祉センター和田苑の指定管理者の指定につい

て 

 日程第38 議案第42号 周防大島町高齢者生活福祉センターしらとり苑の指定管理者の指定に

ついて 

 日程第39 議案第43号 安高地区農事集会所の指定管理者の指定について 

 日程第40 議案第44号 正分地区農事集会所の指定管理者の指定について 

 日程第41 議案第45号 鹿家地区農事集会所の指定管理者の指定について 

────────────────────────────── 

出席議員（15名） 

２番 平川 敏郎君       ３番 田中隆太郎君 

４番 広田 清晴君       ５番 久保 雅己君 

６番 中本 博明君       ７番 魚原 満晴君 

８番 今元 直寬君       ９番 松井 岑雄君 

10番 平野 和生君       11番 吉田 芳春君 

12番 濱本 康裕君       13番 新山 玄雄君 

14番 小田 貞利君       15番 尾元  武君 

16番 荒川 政義君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

１番 魚谷 洋一君                 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 
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事務局出席職員職氏名 

事務局長 福田 美則君     議事課長 中村 和江君 

書  記 岡本 義雄君                 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 椎木  巧君   代表監査委員 ………… 西本 克也君 

副町長 ………………… 岡村 春雄君   教育長 ………………… 西川 敏之君 

公営企業管理者 ……… 石原 得博君   総務部長 ……………… 奈良元正昭君 

産業建設部長 ………… 池元 恭司君   健康福祉部長 ………… 松本 康男君 

環境生活部長 ………… 佐川 浩二君   久賀総合支所長 ……… 松田  博君 

大島総合支所長 ……… 佐本 洋二君   東和総合支所長 ……… 迎 智可志君 

橘総合支所長 ………… 青木 一郎君                      

会計管理者兼会計課長 ……………………………………………………… 木村 秀俊君 

教育次長 ……………… 岡野 正徳君   公営企業局総務部長 … 藤田 隆宏君 

総務課長 ……………… 佐々木義光君   財政課長 ……………… 中村 満男君 

────────────────────────────── 

午前９時30分開会 

○議長（荒川 政義君）  改めまして、おはようございます。 

 ただいまから、平成２８年第１回周防大島町議会定例会を開会いたします。 

 魚谷洋一議員から、今期定例会を欠席する旨の報告を受けております。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布してあるとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（荒川 政義君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期定例会の署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、２番、平川敏郎議員、３番、田

中隆太郎議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（荒川 政義君）  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。今期定例会の会期は、去る３月２日開催の議会運営委員会において協議の結果、

お手元に配布してある会期日程のとおり、本日から３月２４日までの１７日間といたしたいと思
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います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、お手元に配布して

ある会期日程のとおり、本日から３月２４日までの１７日間とすることに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（荒川 政義君）  日程第３、諸般の報告を行います。 

 昨年１２月定例会以降の諸般について御報告をいたします。 

 まず、本会議に提出されました文書等については、地方自治法の規定に基づき監査委員から例

月現金出納検査（１２月・１月・２月実施分）及び定期監査（１２月・１月・２月実施分）の結

果について、報告については提出されましたので、お手元にその写しを配布いたしております。 

 次に、陳情・要望関係については、１件を受理いたしました。議会運営委員会でお諮りをいた

だき、陳情・要望第３０号、軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防、その危険性や予防の

相談のできる窓口などの設置を求める陳情については、議員配布として既にお手元にお届けいた

しております。 

 陳情・要望第３１号、議員定数削減についての要望書については、議員全員協議会で協議をい

ただくこととしております。 

 次に、系統議長会関係では、２月１８日、山口市において山口県町議会議長会の定例会が開催

され、副会長１名と監事１名の補欠選任が行われ、副会長に阿武町議会の末若議長さんが、監事

に私、荒川が選任されました。 

 また、全国過疎地域自立促進連名理事の補欠選任もあわせて行われ、阿武町議会の末若議長さ

んが選任されました。 

 続いて、平成２７年度歳入歳出補正予算と、平成２８年度歳入歳出予算について協議がなされ

ました。いずれも承認されたところであります。 

 その他、各種研修会や事業につきましては、開催案内等を受けた段階で議員各位に御案内差し

上げたいと存じます。 

 次に、山口県離島振興市町議会議長会の定例会が同日開催されております。県内では４町のみ

の組織となっておりますが、人口減少、高齢化等の厳しい環境のもと、医療や福祉、教育等のあ

らゆる面で地理的、自然的特殊要因に起因する地域間格差が拡大しております。離島振興のため

の諸施策を推進するよう、国並び県等の関係団体に対する要望活動を積極的に行うことを取り決

めたところでございます。 

 次に、２月２２日、柳井地区広域消防組合議会が、２４日には柳井地域広域水道企業団議会が
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開催され、関係議員が出席されております。山口県後期高齢者医療広域連合議会の平成２８年度

の予算関係資料も、届き次第あわせて議員控室書棚に整理しておきますので、御高覧いただきた

いと思います。 

 続いて、町人会関係では、１月１６日の東京久賀倶楽部へ平川議員と吉田議員が、２月１４日

の関西橘町人会へ中本議員が、２７日の東京たちばな会へは、平野議員が出席をいたしました。

それぞれの会におきまして、会員との情報交換と親睦の和を広め、その交流の中から、ふるさと

大島に対する熱い思いを寄せる期待の大きさに、責任の重大さを深く感じたことと存じます。関

係議員の皆様、大変お疲れさまでした。 

 最後になりましたが、慶弔に関しまして、本年２月５日付にて、全国町村議会議長会会長より

の表彰が行われ、町村議会表彰の部で、本町議会が他の議会の範とするに足りると認められる団

体として表彰を受けました。 

 私どもには身に余る光栄と存じますとともに、議会として、また議員各位が個々にさらなる精

進を重ね、周防大島町の発展に努力してまいりたいと肝に命じるところでございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．施政方針並びに議案の説明・行政報告 

○議長（荒川 政義君）  日程第４、施政方針並びに議案の説明・行政報告に入ります。 

 町長から、施政方針並びに議案の説明・行政報告を求めます。椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  どなたも、改めましておはようございます。本日は、平成２８年度の当

初予算及びその他の諸案件につきまして御審議をいただくため、平成２８年第１回周防大島町議

会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、まことに多忙な中、御参集を

賜り、厚く御礼を申し上げる次第であります。 

 議案の説明に先立ちまして、町政運営に臨む私の基本的な方針を申し述べさせていただき、議

員各位を初め、町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げる次第であります。 

 さて、私は本年１１月に２期目の任期満了を迎えます。この間、周防大島町の２代目の町長と

して、合併当初からの一番の課題でありました財政の健全化を第１に掲げ、取り組んでまいりま

した。 

 その結果、実質公債費比率や将来負担比率などの財政指数も大きく改善されるとともに、財政

調整基金などの基金残高も大幅に増高し、懸案の町債の残高も順調に減少をしております。 

 そこで、当面の財政運営の健全性は保たれているというふうに考えておるところでございます。 

 また、合併以後、徹底した行財政改革を推進し、それによりまして生み出されました財源で、

特に総合支所に大きな権限と財源を配分し、生活に密着した関連施設の整備や子育て支援を充実
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するとともに、農業・漁業と町の固有の財産であります豊かな自然や文化との連携を密にした観

光交流人口１００万人を目指し、さらには交流から定住へを合い言葉に、幸せに暮らせるまちづ

くりの実現に向け、職員と一丸となって取り組んでまいりました。 

 本年１１月には任期満了を迎えますことから、これまでのまちづくりの取り組みと成果を振り

返り、現下の最重要課題であります人口減少と地域創生という大きな課題に正面から向き合い、

特に子育て支援や教育環境の充実を図り、定住対策にさらに積極的な一歩を踏み出すことといた

しました。議員各位のさらなる御支援を賜りますことを改めてお願いするものであります。 

 それでは、平成２８年度におきます重点政策について申し上げます。 

 本年も「定住対策」「防災・安全対策」「健康づくり」を三本の柱に掲げ、取り組んでまいり

ます。 

 最重要課題の第１は、定住対策であります。 

 昨年実施されました国勢調査の速報値によりますと、本町の人口は１万７,２０３人となって

おります。前回調査より１,８８１人、９.９％の減少といった状況であります。 

 一方で、昨年策定した人口ビジョンで用いました社会保障人口問題研究所による将来人口予測

の平成２７年人口は１万６,８３５人と予想されておりまして、この予測よりは３６８人上回る

結果となっております。このことは、定住対策のためにやれることは全てやる覚悟で、あらゆる

政策資源を投入してまいった結果であると考えております。 

 各自治体においても、総合戦略に基づく地方創生への取り組みが本格化いたします。引き続き

まち・ひと・しごと総合戦略に掲げる「安定した雇用の創出」「新しい人の流れをつくる」「若

い世代の結婚・出産・子育ての希望を叶える」「安心な暮らしを守り連携した地域の創造」とい

う４本の基本目標達成に向けて施策を展開してまいりたいと考えております。 

 先般、旧和田小学校への企業進出協定が交わされたところでありますが、こうした人や仕事の

流れを定住へとつなげる交流から定住への取り組みに、引き続き邁進してまいります。 

 第２は、防災・安全対策であります。 

 私は、町民の生命や財産を守り、安全・安心な生活を確保することが、まちづくりを進める上

で何よりも大切と考え、これまで防災・減災に関する施策を積極的に推進してまいりました。 

 本町は、南海トラフ地震対策特別措置法に基づき、瀬戸内海沿岸他市町とともに、南海トラフ

地震防災対策推進地域の指定を受けております。 

 また、近年台風の巨大化やゲリラ豪雨により、甚大な被害が国内外で頻繁に発生するという状

況の中、どのような災害においても、自助である災害への備え、共助である地域の支え合いとい

う地域防災力の強化と幅広い対応が必要不可欠であります。 

 自主防災組織への支援を継続し、公助と連携した自助と共助による自分たちの地域は自分たち
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で守るという地域のきずなをより一層進め、あらゆる事故災害において、これに万全を求め、一

人の犠牲者も出さない意識で臨みたいと思っております。 

 次に、第３として健康づくりであります。 

 生涯にわたり社会に参画し、生き生きと人生を送るためには、年齢にかかわらず健康で自立し

た暮らしができることが重要で、社会の活力の増進や社会保障費の削減と町民負担の軽減にもつ

ながることから、疾病の早期発見、早期治療にとどまらず、みずからが積極的に健康づくりに取

り組み、生活習慣の見直しを行うなど、疾病を予防し、健康レベルの向上を図り、健康寿命の延

伸を目指す必要があります。 

 こうしたことから、健診の受診率を高めるとともに、健康づくりに必要な情報の提供を行い、

住民と行政が協力しながら健康寿命を延伸させることが何よりも幸せに暮らすことにつながるも

のでありまして、さらに健康づくりを推進してまいります。 

 これら３つの重要課題への取り組みと、私が従来から推進してまいりました地域に密着した事

業を中心に、総合戦略に掲げた事業は可能な限り実施し、課題解決に向けて取り組んでまいる覚

悟でありますので、町議会を初め、関係各位のなお一層の御支援と御協力をお願いいたします。 

 さて、平成２８年度の当初予算編成について御説明を申し上げます。 

 まず、国においては、地方行財政制度の基本的な考え方として、まずは国の一般歳出の取り組

みと基調を合わせることを明記し、地方歳出の重点化、効率化に取り組み、地方財政健全化を目

指すとしております。 

 平成２８年度の総務省概算要求では、一般財源総額の確保を重要な課題と位置づけているもの

の、地方交付税についても、本来の役割である財源調整機能と財源保障機能を適切に発揮できる

よう、総額を確保する必要性を指摘しておりますが、リーマンショック以降の歳入歳出面の特別

措置については、経済再生にあわせて危機対応モードから平時モードへの切り替えを進めていく

としているところであります。 

 また、地方創生に必要な経費として、まち・ひと・しごと創生事業費が前年度と同水準で措置

されるとともに、高齢者支援や情報システム改革等の重点課題に取り組むための経費や、公共施

設の老朽化対策のための経費が拡充されたところであり、その結果、地方財政計画の規模は前年

度に比べ０.６％の増となっております。 

 こうした中、平成２８年度当初予算の編成に取り組むこととなったわけでありますが、基本方

針は引き続き幸せに暮らせるまちづくりの実現であります。そのためにも、先ほど申し上げまし

たとおり、重点課題は財政の健全化と定住対策、防災安全対策、健康づくりであります。 

 人口減少と地方創生という大きな課題に正面から向き合い、特に子育て支援と教育環境の充実

を図り、定住対策にさらに積極的な一歩を踏み出すため、昨年策定いたしましたまち・ひと・し
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ごと創生総合戦略に関連する事業は、各会計を合わせ７３事業を計上いたしているところであり

ます。 

 それでは、お手元にお配りをいたしました当初予算案の概要により御説明を申し上げます。 

 まず、２ページをお願いいたします。平成２８年度当初予算は、一般会計で１３９億２００万

円、国民健康保険事業特別会計から渡船事業特別会計までの特別会計を合わせると、総額で

２４０億５,７６１万１,０００円。 

 公営企業特別会計では、収益的支出で５６億１,９１８万２,０００円、資本的支出で１４億

１,２２３万３,０００円の予算となったところであります。 

 まず、一般会計では、対前年度比１.３％、１億８,１００万円の減額予算となっております。 

 次に、３ページをお願いいたします。一般会計の歳入の状況でありますが、町税は人口の減少

や前年度の課税状況を踏まえ、約１３億１,１０５万４,０００円、対前年度比０.９％の減額計

上となっております。 

 地方譲与税や地方消費税交付金につきましても、前年度の実績見込み、または地方財政計画等

により試算計上しており、地方消費税交付金につきましては、対前年度比２０.８％増の２億

９,０００万円となっております。 

 地方交付税は、３.７％減の７７億４,０００万円を計上いたしましたが、これに臨時財政対策

債３億８,０００万円を加えた広義の地方交付税は８１億２,０００万円と見込んでおり、対前年

度比３.８％の減額となっております。これは、主に合併による特例措置が段階的に削減される

ことの影響分に加えまして、算定単位の数値となる国勢調査人口が平成２２年国勢調査人口から

平成２７年国勢調査人口に置きかわることが大きく影響されております。 

 国庫支出金につきましては、５,２６８万１,０００円、前年度比３.７％の減となっておりま

すが、臨時福祉給付金のほか、道路新設改良事業や公営住宅改修事業に係る社会資本整備総合交

付金の減額が影響するものであります。 

 繰入金は、各基金の取り崩しでありますが、財源不足を補うための財政調整基金が、約２億

８,０００万円、再編交付金を財源に積み立てたちびっこ医療費助成事業基金から、約

２,５００万円、観光振興事業助成基金から約１,２００万円、福祉医療費一部負担金助成事業基

金から約１,３００万円、外国語活動推進事業基金から約８００万円、ふるさと寄附金を積み立

てたふるさと応援基金から９００万円、ＣＡＴＶ加入促進のための基金から約５００万円を取り

崩すことといたしております。 

 また、昨年度に地方創生事業を円滑に推進するため創設いたしましたまち・ひと・しごと創生

基金から、約１億６,８００万円を繰り入れることとしております。 

 さらに、周防大島高等学校通学支援費給付基金に振りかえるための奨学資金貸付基金繰入金を
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約３,８００万円、その周防大島高等学校通学支援費給付基金から７５０万円を繰り入れること

といたしております。 

 町債につきましては、２億１,９４０万円、１７.５％減の１０億３,１７０万円の計上となっ

ておりますが、臨時財政対策債のほか、過疎対策事業債、合併特例債がその主なものであります。 

 以上が歳入の状況でありますが、４ページにお示ししておりますとおり、町税等の自主財源比

率は１７.３％であり、依然として地方交付税や国県支出金、町債といった依存財源に８２.７％

頼らざるを得ない財政環境であります。 

 さて、５ページは目的別の歳出でありますが、歳出につきましては、６ページの性質別歳出で

御説明を申し上げます。 

 まず、人件費は対前年度比４,５３６万７,０００円、２.２％の減となっておりますが、職員

数の減少の影響が主なものであります。 

 公債費につきましては、対前年度比５.３％、１億１,４５３万２,０００円の減額となってお

ります。 

 扶助費は約２０億４,８２２万３,０００円の計上で、対前年度より４.４％の増となっており

ます。 

 普通建設事業費は、対前年度比１２.０％、約２億５００万円の減額となっておりますが、橘

庁舎整備事業や久賀公民館耐震改修事業が終了したことが主な要因であります。 

 なお、その一方で簡易水道事業特別会計における浮島地区海底送水管布設事業や下水道事業特

別会計における久賀・大島地区下水道整備事業、公営企業特別会計における東和病院西棟改修事

業など、特別会計において投資的経費が大きく伸びてきているところであります。 

 積立金は、ふるさと寄附金を積み立てるふるさと応援基金積立金及び周防大島高等学校通学支

援費給付基金への積立金の影響から、大幅な増額となっております。 

 次に、７ページの地方債の状況でありますが、一般会計におきましては、起債残高は約７億

５,４００万円の減少、約１７６億３,７００万円と見込んでおります。 

 一般会計の起債残高は、合併時の２６２億５,９００万円から８６億２,２００万円減少したと

いうことになります。 

 ８ページには、各基金の状況をお示ししております。財政調整基金は、本年度末では約５１億

２,３００万円となり、合併時の６億４,７００万円から大幅に増加をいたしておりますが、新年

度予算では約２億８,０００万円の取り崩しを予定しておるところであります。 

 続いて、主要事業の概要について御説明を申し上げます。 

 幸せに暮らせるまちづくりのために、５本の柱に沿って主要事業を取りまとめたものが、

１０ページから掲げてあります。 
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 この中で、新規事業を主にその概要を説明させていただきます。 

 第１に、安心して子供を生み育てられる町、子育て支援等についてであります。 

 まず、周産期医療支援事業についてであります。本町のほか、周辺自治体において妊娠、出産

など産科医療の環境は厳しい状況にある中で、医療機関において適切に対応できる環境を確保し

ていただくため、周辺自治体とともに支援を行うものであります。 

 子育て支援任意予防接種事業は、これまで乳幼児が受ける予防接種の中で、ロタウイルス、Ｂ

型肝炎ウイルス、おたふくかぜの予防接種については、任意予防接種ということで保護者の負担

に公費助成はされておりませんが、保護者の負担を軽減し、接種率を向上させることにより、子

育てを安心してできるようにと、費用の半分を助成するものであります。 

 （コミュニティ・スクール）コンダクター事業は、平成２６年度から取り組んでまいりました

コミュニティ・スクール事業の成果を踏まえながら、これをさらに充実させるため、各学校運営

協議会への指導や取り組みへの支援を行うものであります。 

 次に、語学留学生支援事業についてであります。本町では、保育園児、小中学生、高校生とそ

れぞれの段階において英語と親しむ取り組みを行っております。本事業はさらに英語への興味を

深めてもらうため、包括的連携協定を提携している山口大学との連携事業として、中・高校生の

語学留学を実施し、また参加者への支援を行うものであります。 

 検定支援事業は、昨年策定いたしました教育の大綱に基づき、町内の学校に通う小学５年生か

ら中学３年生を対象に、基礎的、基本的学習内容の定着を図り、学ぶ意欲や向上心を育てるため、

漢字、数学、英語の検定料を全額助成するものであります。 

 小学校施設空調設置事業は、小学校児童の安全で快適な教育環境の改善を図るため、これまで

普通教室に空調設備が未整備であった学校について、計画的に整備していくものであります。予

定では、平成２９年から３０年度までに全校を整備したいと思っておりますが、中学校の統合問

題もあり、不確定な要素もあるところであります。 

 ＡＥＤ購入事業は、既に小中学校施設や社会教育施設にＡＥＤを整備しているところでありま

すが、このたび耐用年数に応じ、これを更新するものであります。 

 次に、中学生医療費助成事業でありますが、これまで実施しておりました小学校６年生までの

子ども医療費無料化をさらに拡大し、中学生についても医療費を無料化とするもので、安心して

子育てのできる環境の充実を図ってまいります。 

 次に、拡充事業となりますが、特定不妊治療費の助成事業は、医療保険が適用されない不妊治

療費について、山口県特定不妊治療費助成事業対象者以外にも対象を拡大するとともに、治療費

の実情を考慮し、助成額を増額することといたしました。 

 ＩＣＴ教育推進事業については、学びのイノベーション事業からの展開として、子供たちの情
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報活用能力の育成を図り、主体的に学習できるよう、ＩＣＴ教育の環境を整備するもので、平成

２７年度に町内各中学校及び島中小学校において実施しており、平成２８年度では他の小学校全

てにおいて整備することとしております。 

 次に、１２ページをお願いいたします。２本目の柱、働く意欲の湧き出る町についてでありま

す。 

 観光施設等のＷｉ－Ｆｉ整備事業は、主要観光施設に公衆無線ＬＡＮを整備し、本町を訪れた

観光客に容易に観光情報を提供できる環境を整えようとするものであります。 

 次に、先導的果樹花木導入事業は、耕作放棄農地の保全対策とあわせて、新たな特産品や観光

資源ともなるよう、果樹や花木の植栽を推進するため、これらの苗木の購入費を助成しようとす

るものであります。 

 次、モデル竹林整備事業は、竹林の繁茂が農業のみならず住民の生活にも影響を及ぼすような

状況から、竹林の環境を整え、さらにタケノコを収穫し資源活用するなど、竹林活用のモデルと

なるような整備を支援し、事業化と中山間地域の環境整備を図ろうとするものであります。 

 大島かんきつ産地継承夢プラン関連事業では、夢プランの実現に向け、ゆめほっぺなどの高品

質果実の安定生産を図るため、マルチ被覆や排水対策、せとみ用袋への助成を行い、伝統ある大

島かんきつの産地再興を目指すものであります。 

 四境の役１５０周年記念事業についてであります。平成２８年度は、大島口の戦いから端を発

した四境の役から１５０周年という年を迎えることとなり、こうした史実や史跡、また歴史的、

文化的遺産を関係団体とともに整備し、また町内外に発信していこうとするものであり、史実を

資源とした観光客誘致にもつなげていきたいと考えております。 

 次に、日本ハワイ移民資料館整備事業でありますが、本町の日本ハワイ移民資料館には、明治

時代に多く官約移民がハワイに渡り活躍した資料とともに、移民者を検索するシステムを整理展

示しております。このたびは、新たにペルー、ブラジル移民のコーナーを増設するとともに、収

蔵庫やトイレ改修等を行うものであります。日本人のほかに、日系外国人の観光ルートになるこ

とを目指していきたいと思っております。 

 次に、観光施設・サイン看板設置事業であります。観光は本町の産業の基軸に位置するもので

あり、交流人口拡大、にぎわいの創出につとめてまいりました。こうしたことから、平成２８年

度において、観光地にふさわしい看板を整備することとし、観光施設にランドマーク看板、大島

大橋南詰法面にサイン看板を整備する予定であります。 

 広島送客誘発型広報事業は、地理的にも、地勢的にも観光周防大島の大きな商圏である広島を

対象に、さまざまな広告媒体を利用しながら、周防大島町の魅力を発信していこうとするもので

あります。 
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 道の駅リニューアル事業は、道の駅サザンセトとうわの利用者の増加にあわせて、特産品販売

所の増設やトイレ、駐車場等の整備を行おうとするもので、本年度は実施設計を行う予定であり

ます。 

 次に、海の駅拠点整備事業であります。これまで安下庄地区において海の市が開催されており

ますが、これをさらに拡充し、陸路からだけでなく海路からも来場できる観光施設として展開整

備しようとするもので、海の駅登録を目指すものであります。 

 １３ページ、拡充事業になりますが、有害鳥獣捕獲事業では、イノシシ等の捕獲委託のほか、

イノシシ等の野生鳥獣を食肉として利活用しようとする事業者等に対しまして、食肉処理を行う

ための施設整備の経費の一部を支援することとしております。 

 若者定住住宅整備事業は、移住者を含め若者が定住する住宅地を確保し、提供するものであり

ます。定住の重要な条件である住について、定住希望者のニーズはさまざまであると考え、若者

が居住適地と思える住宅用地を安価に提供することも、ニーズの一つであるのではないかと考え、

整備しようとするものであります。 

 次に、１４ページ、３本目の柱、自然と環境にやさしい町・生活環境の整備についてでありま

す。 

 公共施設マネジメント計画策定事業は、これから多くの公共施設が更新時期を迎えるにあたり、

公共施設の全体を把握し、長期的視野に立って公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うため

の計画を策定するものであります。 

 一般廃棄物処理基本計画及び災害廃棄物処理計画は、５年ごとに見直しを行うものであります

が、このたびは廃棄物処理施設の長寿命計画及び大規模災害時の廃棄物処理計画を加えて策定す

る予定であります。 

 瀬戸公園整備事業は、大島大橋が開通して４０周年という年を迎えることから、これを臨み、

また大島大橋開通との関連も深い瀬戸公園を再整備しようとするものであります。引き続き桜の

名所としての整備も行う予定であります。 

 特定環境保全公共下水道事業全体計画・事業計画策定事業は、東和地区下水道整備事業におい

て、未普及対策として三ヶ浦地区の下水道整備を進めるため、事業計画の変更を行うものであり

ます。 

 次に、晩年を豊かで安心して過ごせる町であります。 

 歯周病検診事業については、歯周病やその原因である歯周病細菌が心臓病や肺炎、または糖尿

病など多くの疾患を招く要因になるということから、４０歳以上の全ての人を対象に歯周病検診

の受診費用を助成しようとするものであります。 

 広域消費生活センター設置事業は、近年、消費者の周辺に起こる諸問題は多様化してきており
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まして、これに的確に、また迅速に対応できる体制を整備するため、柳井圏域の１市４町が共同

して相談窓口を設置するものであります。 

 海岸堤防等老朽化対策事業は、漁港海岸の海岸保全施設の延命化を図るため、調査点検を行い、

長寿命計画を作成した上で、適切な維持補修、改良を進めていこうとするもので、まずは調査点

検、計画の策定に着手するものであります。 

 次に、東和病院西棟改修事業であります。東和病院西棟は、建築から２０年が経過し、設備等

が老朽化し、不都合も生じているところであり、このたび県の地域医療構想に沿った病床機能に

転換するため、平成２６年度に完成した東棟に地域包括ケア病床を設置し、西棟の病床数を減じ、

慢性期病床に転換する改修を行うものであります。 

 次に、１６ページをお願いいたします。 

 ５本目の柱、次世代に素敵な未来を約束する町についてであります。 

 滞在型旅行等誘致促進事業は、３月２７日から岩国錦帯橋空港へ就航予定の沖縄（那覇）線に

ついて、就航記念キャンペーンを実施し、同線利用者の本町への宿泊客を誘致しようとするもの

であります。記念品の贈呈のほか、町内レンタカーを利用された方への助成も行う予定でありま

す。 

 空家対策ローン利子補給事業は、空家放置対策として空家の所有者が町内金融機関を利用し、

空家対策ローンの借り入れを行った場合、その利子を補給することで、空家の除廃有効活用を支

援し、空家の放置を削減していこうとするものであります。 

 空家有効活用事業は、町内にある空家を有効に活用するとともに、定住等の住宅として確保し、

定住促進に努めようとするもので、所有者の承諾のもと、１０年間は一括で借り上げた上で、町

において修繕改修を行い、定住者と住宅をお貸しするというもので、空家対策と定住対策の両立

を図るものであります。 

 企業誘致対策事業は、町内に仕事や人の流れを創出し、若年層の定住を促進するもので、この

たびは町の遊休施設である旧和田小学校を活用し、企業誘致の条件整備を行うものであります。 

 ちなみに、先般株式会社ビジコムと、サテライトオフィスの進出協定の調印を行ったところで

あります。 

 集落支援員事業は、多くの集落が過疎化、高齢化の中で集落機能が低下し、将来が危惧される

中で集落対策の推進に関して知見を有した人材を集落支援員として配し、集落の現状の把握から

維持、活性化に向けた取り組みをともに進めていこうとするものであります。白木半島地域を想

定しているところであります。 

 周防大島高等学校通学支援費給付事業は、周防大島高校に在学する生徒の通学費の一部を支援

しようとするものであります。これまでの寮費助成等の支援に加えまして、通学費にかかる負担
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軽減という支援をすることで、学校の魅力化を図ろうとするものであります。 

 浮島地区海底送水管布設事業は、浮島地区における慢性的な水不足を解消するため、東和地区

神浦から浮島江ノ浦地区に海底送水管を布設し、水不足を解消しようとするもので、平成２８年

度は測量、調査、設計業務を行うことといたしております。 

 １７ページ、拡充事業になりますが、地域おこし協力隊事業では、平成２４年度にはじめて地

域おこし協力隊１名を受け入れ、この１月末に任期を終えたところであり、現在はその後任者

１名に活動していただいているところであります。平成２８年度には、他の分野での活動も期待

し、３名の地域おこし協力隊員を募集したいと考えております。 

 以上が主要事業の概要でありますが、１８ページ以降に事業の概要についてまとめております

ので、御高覧をいただきたいと思います。 

 また、３４ページには合併関連事業、３５ページには再編交付金関連事業を掲げております。

３６ページ以降には、合併後の本町の財政状況を参考資料として添付しております。あわせてご

覧をいただきたいと思います。 

 以上が、平成２８年度当初予算案の概要であります。 

 続きまして、議案の説明を申し上げます。 

 今期定例会に提案をいたしております案件は、平成２８年度各会計当初予算、平成２７年度補

正予算、条例の制定改正など、合わせて４７件であります。 

 諮問第１号及び諮問第２号は、任期満了に伴う人権擁護委員の候補者の推薦について、議会の

意見を求めるものであります。 

 議案第１号は、平成２８年度一般会計予算についてであります。 

 予算総額は１３９億２００万円となっております。前年度当初予算比１億８,１００万円の減

額、率にして１.３％の減となっております。 

 議案第２号から議案第１０号までは、平成２８年度各特別会計予算及び公営企業局企業会計予

算にかかわるものでございます。 

 議案第２号は、平成２８年度国民健康保険事業特別会計予算であります。一般会計から３億

１,６００万２,０００円を繰り入れ、予算の総額は３８億４,９５８万２,０００円となっており、

前年度当初予算比１億２,８６２万５,０００円の減額であります。 

 議案第３号は、平成２８年度後期高齢者医療事業特別会計予算であります。一般会計から１億

６,９３５万８,０００円を繰り入れ、予算の総額は４億４,７３０万４,０００円となっており、

前年度当初予算比２,５４４万３,０００円の増額であります。 

 議案第４号は、平成２８年度介護保険事業特別会計予算についてであります。一般会計から

５億４,９２４万５,０００円を繰り入れ、予算の総額は３４億６０６万９,０００円となってお
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り、前年度当初予算比９２０万１,０００円の減額であります。 

 議案第５号は、平成２８年度簡易水道事業特別会計予算であります。一般会計から４億

１,８６５万９,０００円を繰り入れ、予算の総額は１０億２,２５７万円となっており、前年度

当初予算比１億５,２０８万６,０００円の増額であります。 

 浮島地区海底送水管布設事業、公共下水道事業に伴う水道管移設による増額予算となっており

ます。 

 議案第６号は、平成２８年度下水道事業特別会計予算であります。一般会計から２億

３,９５７万５,０００円を繰り入れ、予算の総額は９億７,４４８万５,０００円となっており、

前年度当初予算比４億１,１４２万９,０００円、７３.１％の大幅な増となっております。久

賀・大島地区公共下水道事業の事業費増によるものであります。 

 議案第７号は、平成２８年度農業集落排水事業特別会計予算であります。一般会計から１億

９,９５０万８,０００円を繰り入れ、予算の総額は３億３,１９６万円となっております。前年

度当初予算費４４２万７,０００円の減額となっております。 

 議案第８号は、平成２８年度漁業集落排水事業特別会計予算であります。一般会計から

３,０６８万２,０００円を繰り入れ、予算の総額は３,８６４万円となっており、前年度当初予

算費４８３万７,０００円の増額であります。 

 議案第９号は、平成２８年度渡船事業特別会計予算であります。一般会計から７３８万

７,０００円を繰り入れ、予算の総額は８,５００万１,０００円となっており、前年度当初予算

費９９３万円の減額となっております。 

 議案第１０号は、平成２８年度公営企業局企業会計予算であります。収益的予算については、

収入合計を５６億１,９４７万２,０００円、支出合計を５６億１,９１８万２,０００円とし、資

本的予算については収入合計を８億８,８８０万円、支出合計を１４億１,２２３万３,０００円

とするものであります。 

 議案第１１号は、瀬戸内海海区漁業調整委員の補欠選挙が行われることとなったため、一般会

計補正予算について、専決処分により処理をいたしましたので、これを報告し、承認を求めるも

のであります。 

 議案第１２号から議案第２０号までは、平成２７年度各会計に係る補正予算に関するものであ

ります。給与改定に伴う職員人件費の調整及び決算見込みによる減額補正が主なものであります。 

 議案第１２号は、平成２７年度一般会計補正予算（第５号）であります。既定の予算から３億

７３６万１,０００円を減額し、補正後の予算を１４６億９,３６１万４,０００円とするもので

あります。 

 議案第１３号は、平成２７年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）であります。既
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定の予算に４,６４８万円を追加し、補正後の予算を４１億４,５０４万３,０００円とするもの

であります。 

 議案第１４号は、平成２７年度後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）であります。

既定の予算から６８２万５,０００円を減額し、補正後の予算を４億１,５４６万２,０００円と

するものであります。 

 議案第１５号は、平成２７年度介護保険事業特別会計補正予算（第３号）であります。保険事

業勘定の既定の予算から９,９１０万９,０００円を減額し、補正後の予算を３３億８,１６５万

７,０００円とし、介護サービス事業勘定から１９７万６,０００円を減額し、補正後の予算を

１,７１５万円とするものであります。 

 議案第１６号は、平成２７年度簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）であります。既定の

予算から１,３４７万７,０００円を減額し、補正後の予算を８億９,９９５万２,０００円とする

ものであります。 

 議案第１７号は、平成２７年度下水道事業特別会計補正予算（第３号）であります。既定の予

算から２,３４８万９,０００円を減額し、補正後の予算を５億４,５５４万８,０００円とするも

のであります。 

 議案第１８号は、平成２７年度農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）についてであり

ます。既定の予算から５００万５,０００円を減額し、補正後の予算を３億３,３４０万

２,０００円とするものであります。 

 議案第１９号は、平成２７年度渡船事業特別会計補正予算（第２号）についてであります。既

定の予算に２６万９,０００円を追加し、補正後の予算を９,５０４万６,０００円とするもので

あります。 

 議案第２０号は、平成２７年度公営企業局企業会計補正予算（第２号）についてであります。

収益的収入及び支出予算並びに資本的収入及び支出予算において、所要の補正を行うものであり

ます。 

 議案第２１号から議案第３０号までは条例の制定及び改正に関するものであります。 

 議案第２１号は、行政不服審査法の全部改正に伴い、該当する７つの条例について、法律改正

に基づいた条例の一部改正を行うため、条例を制定するものであります。 

 議案第２２号は、山口県が策定した地域再生計画「山口県活力向上地域特定業務施設整備促進

プロジェクト」が国より認定されたことに伴い、固定資産税の不均一課税を行うため条例の制定

をするものであります。 

 議案第２３号は、屋外子局の新設により、防災行政無線放送施設の設置及び管理に関する条例

を改正するものであります。 



- 20 - 

 議案第２４号は、職員総数は変更することなく、公営企業局の職員定数を増員し、町長部局、

教育委員会部局の職員数を減ずるために、職員定数条例を改正するものであります。 

 議案第２５号は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律並びに学校教育

法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、周防大島町職員の勤務時間、休日及び休暇

に関する条例の一部改正をしようとするものであります。 

 議案第２６号は、新たな職を設置するために、周防大島町報酬及び費用弁償条例を改正するも

のであります。 

 議案第２７号は、山口県人事委員会の勧告に基づき、周防大島町一般職の職員の給与に関する

条例等について、所要の改正をするものであります。 

 議案第２８号は、地方公務員法の改正に伴い、周防大島町一般職の職員等の旅費に関する条例

の改正を行うものであります。 

 議案第２９号は、地方公務員法の一部改正及び行政不服審査法の全部改正に伴い、周防大島町

人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の改正を行うものであります。 

 議案第３０号は、政策空家となっている町営住宅の用途廃止をするため、周防大島町営住宅及

び一般住宅条例の改正をするものであります。 

 議案第３１号は、広島広域都市圏において、連携中枢都市圏制度を活用し、地域の資源を圏域

全体で活用するさまざまな施策を連携して展開することで、圏域経済の活性化と、圏域内人口

２００万人超を目指す２００万人広島都市圏構想の実現を図ることといたしております。 

 そこで、連携中枢都市圏制度の連携中枢都市の広島市と本町が、その実現に向けて取り組むた

めの、連携協約書締結に向けた協議を行うことについて、地方自治法第２５２条の２第３項の規

定により、議会の議決をお願いするものであります。 

 議案第３２号は、山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増減、共同処理する

事務の変更、共同処理する事務の構成団体の変更及びこれに伴う規約の変更について、お諮りを

するものであります。 

 議案第３３号は、去る２月２４日に、山口県知事立会のもとにサテライトオフィスの誘致につ

いて、進出協定を締結いたしました株式会社ビジコムに旧和田小学校の校舎及びグラウンドの一

部について無償貸付を行うに当たり、地方自治法第９６条第１項第６号の規定に基づき、議会の

議決を求めるものであります。 

 議案第３４号は、周防大島町過疎地域自立促進計画の策定に当たり、過疎地域自立促進特別措

置法第６条第１項に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

 議案第３５号は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律

第３条第１項の規定に基づき、浮島への海底送水管・配水池・各地区への配水管等を新設し、水
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質、水不足を改善するための浮島辺地総合計画を策定することについて、議会の議決を求めるも

のであります。 

 議案第３６号から議案第４５号までは、指定管理者の指定についてであります。 

 議案第３６号は、屋代山泉センター。 

 議案第３７号は、神領コミュニティセンター。 

 議案第３８号は、小松コミュニティセンター。 

 議案第３９号は、油宇集会施設。 

 議案第４０号は、小泊集会施設。 

 議案第４１号は、高齢者生活福祉センター和田苑。 

 議案第４２号は、高齢者生活福祉センターしらとり苑。 

 議案第４３号は、安高地区農事集会所。 

 議案第４４号は、正分地区農事集会所。 

 議案第４５号は、鹿家地区農事集会所。 

 それぞれの施設に係る指定管理者の指定について、お諮りをするものであります。 

 以上、各案件につきまして、提案理由の御説明を申し上げましたが、詳しくは、提案の都度、

私なり会計参与が御説明いたしますので、何とぞ、慎重なる御審議の上、御議決を賜りますよう

よろしくお願いいたします。 

 この際、３点について、行政報告を行いたいと思います。 

 アワサンゴ群生地、陸域部分の国立公園への編入についてであります。 

 去る２月５日東和総合センターにおいて、周防大島南部沖のニホンアワサンゴ群生地の保護に

向けて、群生地に接する陸域部分、白木半島の一部でありますが、これを瀬戸内海国立公園の第

２種特別地域に編入することを目指して、環境省主催の住民説明会が開催されました。 

 説明会には、編入対象となる佐連、地家室、伊崎及び沖家室の４地区の関係者を主な対象とし

たものであります。 

 山を守らなければ海域の景観を守れないと、雨水が流れ込む範囲を踏まえ、集落部分を外した

約５３０ヘクタールを特別地域として、平成２５年２月２８日に瀬戸内海で、初めて指定されま

した５６.４ヘクタールの海域公園地域と一体的に管理していきたい。 

 また、山林が７割、農地が３割を占める指定範囲では、所有権に変更は生じず、工作物の新設

や一定規模の木の伐採、土石の採取などに、環境大臣許可などが必要になりますが、農業に伴う

ミカンの木の伐採などには特段の手続は必要ないと環境省のほうからは説明がありました。 

 一方、私には町担当職員から、地域住民からの質疑では、特に異論は出なかったというふうな

報告をいただいております。 
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 環境省は今後、本年夏ごろに、パブリックコメントを募集し、同年１１月末ごろの中央環境審

議会に編入を諮問し、答申が得られれば、平成２９年３月までに編入していきたい意向でありま

す。 

 編入手続の中、本町としては、本年３月末ごろに、同省から地元自治体の意見照会が予定され

ております。 

 私といたしましては、今回の住民説明会での出席者の意見や、関係する地元自治会や自治会長、

農事組合長の意見聴取の意向を踏まえ、支障ない旨の方針を固めたいと思っておるところであり

ます。 

 次に、周防大島町プレミアム商品券発行事業の取扱店換金期間が、平成２８年２月１日で終了

いたしましたので、その状況について、御報告をさせていただきます。 

 この事業は、国の地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用し、低迷する個人消費を喚起

し、消費者の生活支援と町内の消費拡大、地域経済の活性化に資することを目的として実施をい

たしました。 

 町といたしましては、多くの事業所に御参加、御協力をいただきながら、広く住民の皆様に御

利用していただきたく、周知をしてまいったところでございます。 

 昨年３月議会におきまして、事業概要等についての御説明をさせていただき、４月号の町広報

紙及びホームページでは、取り扱い店舗の募集を行いました。６月にはプレミアム商品券の販売

について、同じく町広報紙とホームページによりお知らせをし、販売開始を直前に控えた時期に

は、防災行政無線でも周知をいたしました。 

 本町のプレミアム商品券は、プレミアム率を２０％とし、１冊が１,０００円券１２枚つづり、

合計１万２,０００円分を１万円にて販売をいたし、発行総額は２億２,４８８万円となっており

ます。 

 販売開始日に、各総合支所に早朝から商品券をお求めになる方々の列ができ、当日のお昼過ぎ

には、町が用意いたしました１万８,７４０冊全てが売り切れてしまうほどの反響がございまし

た。 

 商品券の利用可能期間は、平成２７年７月１日から１２月３１日までの６カ月間で、店舗登録

をいただきました町内２３３事業所で商品の購入や、サービスの提供等の支払いを御利用いただ

きました。 

 取扱店舗の換金期限は、本年２月１日までとなっておりまして、各総合支所を換金窓口として、

これまで商工観光課へ請求がありました換金は、延べ８３５件、２億２,４６３万３,０００円で

ありました。 

 使用期限となっております年内の利用を、町広報紙とホームページで再度住民の皆様にお知ら
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せし、使用期限を目前に控えた年末には、防災行政無線でも周知をいたしてまいりました。その

結果、換金期限の２月１日現在、販売枚数全体の９９.８９％が換金され、換金残金は僅か

２４万７,０００円となっております。また、事業別・業種別の換金状況では、換金請求額が多

い順に、建設業、工務店が最も多く６,２５０万７,０００円、換金総額に占める割合は

２７.８％となっております。 

 続いて、モータースが３,９９５万５,０００円で１７.８％、スーパーマーケットが

２,８３９万円で１２.６％、ＪＡが９.８％、ホームセンター等が７.２％となっております。 

 本事業は、地域の消費喚起など景気の虚弱な部分にスピード感を持って対応することで、創設

された事業でありまして、利用可能期間の７月１日から１２月３１日までの６カ月間に、実に

２億２,４６３万３,０００円が商品の購入やサービス等の支払いに充てられ、町内の消費拡大、

地域経済の活性化など、当初の目的は達成されたのではないかと考えております。 

 ３点目でありますが、情島小中学校の休校についてであります。 

 昨年９月の定例会におきまして、児童養護施設あけぼの寮の移転について報告をいたしました

が、その際に、隣接する情島小中学校の、あけぼの寮移転後のあり方について、今後協議する旨、

説明をいたしておりました。 

 このことについては、現在までの地元関係者との協議等により、平成２９年３月末のあけぼの

寮移転と同時に、情島小中学校を休校することといたしました。昨年１１月に地元自治会等、学

校関係者と教育委員会が協議をし、閉校後５年をめどに休校とする案を説明したところ、おおむ

ね了解を得ることができました。 

 関係者からは、島内住民の高齢化が顕著であり、廃校では子供を持つ所帯の移住の可能性がな

くなることや、当面、具体的な廃校跡地や施設の利用が考えにくいことなどから、５年間をめど

に、休校することについて理解が得られたところであります。 

 また、地元からは隣接する町道の維持管理について要望がありましたので、今後、関係各課と

協議をする旨、伝えております。 

 したがいまして、平成２８年度当初予算に、この情島小中学校の閉校式典関係の経費を計上し

ておりますので、あわせて報告をさせていただきます。 

 以上、３点の行政報告をさせていただきました。施政方針、議案の概要等の説明を終わりたい

と思います。 

○議長（荒川 政義君）  以上で、施政方針並びに議案の説明、行政報告を終わります。 

 暫時休憩します。５０分をめどに。 

午前10時36分休憩 

……………………………………………………………………………… 
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午前10時50分再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．諮問第１号 

○議長（荒川 政義君）  日程第５、諮問第１号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求める

ことについてを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  諮問第１号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることにつき

まして補足説明を行います。 

 平成２８年３月３１日をもって任期満了となります現委員の奥原法城氏は、人格、識見とも高

く、地域の実情に精通され、広く地域において活躍をされておられる方で、人権擁護委員として

も長年にわたり精力的な活動をされておられます。 

 詳細な経歴につきましては、お手元の説明資料に示しているとおりでございます。 

 私といたしましては、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、法務大臣に対しまして、

同氏を引き続き人権擁護委員に推薦いたしたいと存じますので、よろしく御審議をいただきます

ようお願いいたします。 

 なお、任期は法務大臣の委嘱の日から３年間となっております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりました。 

 お諮りします。諮問第１号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについては、

奥原法城氏を適任することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  異議なしと認めます。 

 よって、諮問第１号人権擁護委員の推薦は、奥原法城氏を適任とすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．諮問第２号 

○議長（荒川 政義君）  日程第６、諮問第２号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求める

ことについてを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  諮問第２号の人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることにつ

きまして、補足説明を行います。 

 平成２８年３月３１日をもちまして任期満了となります現委員の松本敏恵氏は、人格、識見と
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もに高潔で、保健師としての長年の相談業務に携われた専門知識を持ちまして、また、人権擁護

委員においても深く理解され、広く地域において御活躍をいただいております。 

 詳細な経歴につきましては、お手元の説明資料に示しているとおりでございます。 

 私といたしましては、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、法務大臣に対しまして、

同氏を引き続き人権擁護委員に推薦いたしたいと存じますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

 なお、任期は法務大臣の委嘱の日から３年間となっておりますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりました。 

 お諮りします。諮問第２号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについては、

松本敏恵氏を適任とすることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  異議なしと認めます。 

 よって、諮問第２号人権擁護委員の推薦は、松本敏恵氏を適任とすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第１１号 

○議長（荒川 政義君）  日程第７、議案第１１号平成２７年度周防大島町一般会計補正予算（第

４号）の専決処分の承認を求めることについてを議題とします。 

 補足説明を求めます。 

 奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  議案第１１号平成２７年度周防大島町一般会計補正予算（第４号）

の専決処分の承認を求めることについて、補足説明をいたします。 

 去る２月１０日に、山口県選挙管理委員会から山口県瀬戸内海海区漁業調整委員補欠選挙の執

行について、３月１５日告示、３月２４日投票により執行される旨の通知がありました。 

 つきましては、直ちに選挙準備に要する経費を予算化する必要が生じ、議会を招集する時間的

余裕がないことから、本日配布をいたしました議案書３ページのとおり、２月２２日に地方自治

法第１７９条第１項による専決処分を行ったところでございます。 

 したがいまして、同法第３項に基づき、ここに報告し、議会の承認をお願いするものでござい

ます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 今回の補正は、第１条に定めますとおり、既定の歳入歳出予算の総額に４５３万８,０００円

を追加し、予算の総額を１５０億９７万５,０００円とするものでございます。 
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 その概要につきましては、事項別明細書により御説明をいたします。１１ページをお願いいた

します。 

 歳入につきまして、１４款県支出金３項県委託金１目総務費県委託金に、瀬戸内海海区漁業調

整委員選挙委託金４５３万８,０００円を新規に計上しております。 

 歳出につきまして、１２ページをお願いいたします。 

 ２款総務費４項選挙費に、新たに３目瀬戸内海海区漁業調整委員選挙費を設け、報酬をはじめ、

選挙に要する経費について、歳入と同額の４５３万８,０００円を新規に計上しております。 

 以上が、議案第１１号平成２７年度周防大島町一般会計補正予算（第４号）の専決処分の承認

を求めることについての補足説明でございます。 

 何とぞ御審議の上、御議決を賜りますようお願いを申し上げ、補足説明を終わります。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 議案第１１号平成２７年度周防大島町一般会計補正予算（第４号）の専決処分の承認を求める

ことについて、質疑はございませんか。広田議員。 

○議員（４番 広田 清晴君）  実質的に言う立場から質問しておきたいと思いますが、まあ実質

的にこうやって専決処分を行ったが、実質的に選挙そのものはあったんですか、なかったんです

か。 

○議長（荒川 政義君）  奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  ただいま補足説明で申し上げましたとおり、３月１５日告示、３月

２４日投票で執行されるということでございます。今からでございます。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 これより討論、採決に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより起立による採決を行います。 

 議案第１１号平成２７年度周防大島町一般会計補正予算（第４号）の専決処分の承認を求める

ことについて、原案のとおり、承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は承認することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 
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日程第８．議案第１２号 

○議長（荒川 政義君）  日程第８、議案第１２号平成２７年度周防大島町一般会計補正予算（第

５号）を議題とします。 

 補足説明を求めます。奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  議案第１２号平成２７年度周防大島町一般会計補正予算（第５号）

について、補足説明をいたします。 

 別冊の予算つづりの１ページをお願いいたします。 

 今回の補正は、第１条に定めますとおり、既定の歳入歳出予算の総額から３億７３６万

１,０００円を減額し、予算の総額を１４６億９,３６１万４,０００円とするとともに、第２条

により地方債の補正を行うものでございます。 

 歳入歳出補正予算につきましては、国の補正予算への対応や山口県人事委員会の勧告による人

件費の調整及び各事業の精算見込みによる補正並びに財源調整が主なものでございます。 

 それでは、補正予算の概要につきまして、事項別明細書により御説明をいたします。１１ペー

ジをお開きいただきたいと思います。 

 歳入につきましては、１款町税３項軽自動車税は、税制改正延期による減額補正でございます。 

 ９款地方交付税１項地方交付税は、国の補正予算への対応といたしまして、普通交付税調整額

の復活による増額計上でございます。 

 １２款使用料及び手数料１項使用料につきましては、各施設の使用料の精算見込みによる調整

で、総額３２１万８,０００円の減額計上でございます。 

 １２ページ、２項手数料につきましては、不燃ごみ処理手数料の実績見込みによる３０万円の

増額計上でございます。 

 １３款国庫支出金１項国庫負担金につきまして、それぞれ事業の確定もしくは精算見込みによ

り総額３,４４３万３,０００円の減額計上となっております。 

 １３ページ、２項国庫補助金１目総務費国庫補助金、２目民生費国庫補助金及び３目衛生費国

庫補助金につきましては、国の補正予算への対応といたしまして、地方公共団体情報セキュリテ

ィ強化対策費補助金や年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金の新規計上及び各事業

の確定もしくは精算見込みにより、それぞれ調整を行っております。 

 ４目農林水産業費国庫補助金、５目土木費国庫補助金、６目消防費国庫補助金は、事業確定に

よる減額及び入札減により減額計上を行っております。 

 １４ページ、７目教育費国庫補助金につきましては、国の補正予算への対応といたしまして島

中小学校、安下庄小学校、久賀中学校講堂の非構造物落下防止事業への補助金を新規に計上して

おります。 
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 １４款県支出金１項県負担金も同様に事業確定もしくは精算見込みによる調整となっておりま

す。 

 １５ページ、２項県補助金につきましても、事業の確定もしくは精算見込みによる調整となっ

ておりますが、２目民生費県補助金は、重度訪問介護等の利用促進に係る支援事業として、重度

訪問介護等市町村支援事業補助金４７５万２,０００円を新規に計上しております。 

 １６ページ、３項県委託金は、国勢調査委託金をはじめ、各委託金の確定による調整となって

おります。 

 １５款財産収入１項財産運用収入は、実績見込みによる建物貸し付け収入の調整及び各基金の

利子の調整に伴う９０万７,０００円の増額計上でございます。 

 また、１７ページ、２項財産売り払い収入１目不動産売却収入は、法定外公共物の売却による

１１万円の増額、３目生産物売り払い収入は、実績見込みによる太陽光発電余剰電力売り払い収

入１６万４,０００円の減額計上でございます。 

 １６款寄附金は、増額が見込まれるふるさと寄附金及び奨学資金貸付基金寄附金について

７６０万円の追加計上でございます。 

 １８ページ、１７款繰入金１項基金繰入金は、財政調整基金の取り崩しを７,３０１万

８,０００円減額し、財政調整を行うとともに、ちびっ子医療費助成事業基金、福祉医療費一部

負担金助成事業基金及びＣＡＴＶ加入促進事業基金につきましても、それぞれ事業の精算見込み

により繰入金の調整をしております。 

 １９款諸収入３項貸付金元利収入につきましては、中小企業勤労者小口資金貸付金がなかった

ことによる減額計上及び増額が見込まれる奨学金給付金元利収入の追加計上となっております。 

 また、１９ページ、４項雑入は、４庁舎へ電気自動車の急速充電器設置による株式会社拓から

の５年間分の設置負担金の新規計上及び学校給食収入等の精算見込みによる減額及び福祉医療費

高額払い戻し、サザンセトとうわ電気料、片添ヶ浜施設使用料の実績または実績見込みによる調

整が主なものでございます。 

 ２０ページ、２０款町債につきましても、各事業の確定または精算見込みによる調整を行い、

１億９,９４０万円を減額計上しております。 

 続きまして、２２ページからの歳出につきまして、主なものを御説明いたします。 

 今回は、一般会計並びに各特別会計におきまして、山口県人事委員会の勧告による給料表の改

正及び勤勉手当の支給率の改正に伴い、影響額の調整等を行っており、一般会計における職員人

件費の総額は１,５９２万６,０００円の増額、漁業集落排水事業特別会計及び公営企業局企業会

計を除く特別会計においても３４７万円の増額となっております。 

 それでは、人件費以外の主なものにつきまして、御説明をいたします。 
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 まず、１款議会費につきましては、議会運営経費の委員会視察等の実績見込みによる減額計上

でございます。 

 ２款総務費１項総務管理費１目一般管理費は、行政一般経費において主に世帯数減による行政

連絡委員報酬の減額及び橘総合支所建設事業費については、入札減により４,０３６万

１,０００円の減額計上でございます。 

 また、２４ページ、２目文書広報費３目財産管理費は、精算見込みによる減額、５目財産管理

費は、各基金の利子の積み立ての調整などによる減額計上でございます。 

 ２５ページの６目企画費の企画一般経費は、当初業務委託を予定しておりました、周防大島町

総合計画基本計画の作成業務を職員が行ったことによる減額、ふるさと応援事業はふるさと寄附

金の増額見込みによる積立金の追加計上、企業誘致対策事業は財源確保のため、旧和田小学校校

舎へのサテライトオフィスを開設するための改築工事のうち、水回りの部分について、２８年度

にて施工することによる減額を行うものでございます。 

 ２６ページ、７目支所及び出張所費につきましては、久賀庁舎の吸収式冷温水機の修繕費の追

加計上、８目電子計算費は、国の補正予算への対応分である自治体セキュリティ強化対策事業及

びマイナンバーシステム整備の追加計上や契約内容確定による事務機器借り上げ料の減額計上と

なっております。 

 ２７ページ、９目地域振興費につきましては、平成２７年度において観光に係る地域おこし協

力隊員の採用を見送ることとした報償費の減額及び不用額の調整による４５３万８,０００円の

減額計上となっております。 

 ２８ページ、３項戸籍住民基本台帳費は、国の補正予算への対応といたしまして、マイナン

バー制度を円滑に導入する上で、個人番号カードの発行申請に遅滞なく対応するための経費を計

上いたしております。 

 ２９ページ、５項統計調査費１目統計調査総務費は、県委託金の確定による調整でございます。 

 次に、３０ページ、３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費は、主に国の補正予算への

対応といたしまして、平成２８年度中に６５歳になる方に３万円を支給する年金生活者等支援臨

時福祉給付金を含む１億２,６５３万７,０００円の増額計上となっております。 

 ３２ページ、２目障害福祉費につきましては、障害者地域生活支援事業を始めとする各障害福

祉サービス等の実績もしくは実績見込みによる調整を行っております。 

 ３３ページ、３目老人福祉費につきましては、主に生きがい活動支援通所事業の実績見込みに

よる減額、緊急通報システムの使用台数の見込み減による減額計上、５目介護保険対策費につき

ましては、介護保険システム改修業務の精算見込みによる減額でございます。 

 ３６ページ、２項児童福祉費１目児童福祉総務費では、主に国の補正予算への対応といたしま
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して、２８年度から多子世帯・母子世帯の保育料負担軽減に係るシステム改修経費の追加計上と

なっております。 

 ３７ページ、２目児童措置費につきましては、児童手当の実績見込みにより４３４万円の減額、

３目母子福祉費は、主に児童扶養手当の実績見込みにより１,０３４万９,０００円の減額計上を

行っております。 

 ３９ページ、４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費は、臨時職員賃金や妊婦検診、日

良居庁舎管理経費の実績見込みにより５００万８,０００円の減額計上となっております。 

 ４０ページ、２目予防費は、がん検診及び予防接種事業の精算見込みによる９４５万

６,０００円の減額でございます。 

 ３目環境衛生総務費につきましては、合併浄化槽設置事業において実績見込みでの調整により

１,４７１万８,０００円の減額計上、４１ページ、４目火葬場費につきましても、管理経費の実

績見込みによる調整でございます。 

 ２項清掃費２目じん芥処理費では、ごみ袋や水質検査、じん芥車の入札減により１,０５０万

３,０００円の減額計上、４３ページ、２項清掃費３目し尿処理費につきましても、医薬材料費

の実績見込み等による減額計上を行っております。 

 ５款農林水産業費１項農業費１目農業委員会費につきましては、機構集積支援事業の補助対象

費の減額により調整を行っております。 

 また、３目農業振興費につきましては、担い手総合支援事業において年度途中での１名の研修

中止による大島農業担い手就農支援事業の減額、また、特産対策事業において、防風防鳥施設が

県の事業精査により未採択となったことによる農業経営体質強化事業費の減額等により

１,３１４万９,０００円の減額となっております。 

 ４６ページ、５目農地費につきましては、県営農業基盤整備事業の精算見込みによる減額及び

多面的機能支払事業の執行見込みによる減額により５,２５３万６,０００円の減額を行っており

ます。 

 また、４７ページ、７目農村環境改善センター費につきましては、蒲野農村環境改善センター

の樹木管理経費や油田農村環境改善センターの修繕費を追加計上しております。 

 ４８ページ、３項水産業費２目水産業振興費は、内海東部地区水域環境保全創造事業やニュー

フィッシャー確保育成推進事業の精査による減額、３目漁港管理費は、機能保全事業の追加交付

による増額や陸閘整備に伴う測量設計の精算見込みによる減額計上でございます。 

 また、４９ページ、４目海岸保全事業費は、国への予算要求に対し交付決定が減額となり、追

加交付もなかったことから、事業費の精算を行い１億５,０７５万５,０００円の減額計上となっ

ております。 
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 ６款商工費１項商工費２目商工業振興費につきましては、商工振興事業の中小企業勤労者小口

資金貸付金がなかったことによる減額、５０ページ、交通対策事業の油田トンネル改修工事未着

工による路線バス等代替運行業務の減額、また、ながうらスポーツ滞在型施設管理運営経費の設

計監理業務の入札減により１,２３３万５,０００円の減額を行っております。 

 ５１ページ、３目観光費の観光一般経費は、道の駅サザンセトとうわに係る電気料の実績見込

みによる減額や各観光施設の改修工事の入札減による減額、５２ページ、公園等管理経費は片添

ヶ浜施設使用料増額による片添ヶ浜海浜公園施設管理委託料を追加しております。 

 また、やしろ郷ふれあいの里事業及び星野哲郎記念館管理運営経費は、不用額をそれぞれ減額

しております。 

 ５４ページの７款土木費２項道路橋梁費１目道路橋梁維持費は、用地測量の精査による減額、

２目道路新設改良費につきましては、各路線の事業費精査による減額を行っております。 

 ５５ページの３項河川費２目河川建設費は、県事業負担金を精算見込みにより減額計上を行っ

ております。 

 ４項港湾費につきましては、１目港湾管理費は港湾施設に係る光熱水費の精査による調整、

２目港湾建設費は、県事業の精査や事業未執行による負担金の調整による減額、５６ページ、

５項都市計画費は、県事業の精査による追加計上でございます。 

 また、６項住宅費は、公営住宅の屋根等改修工事の入札減に伴い１,２４７万１,０００円を減

額しております。 

 ８款消防費１項消防費２目非常備消防費は、消火栓ホース等購入に係る入札減による減額、

４目災害対策費は、主に地域防災計画修正業務の入札減、耐震改修の実績見込みの減による木造

住宅耐震改修補助金の減額を行っております。 

 ５８ページ、９款教育費１項教育総務費１目教育委員会費については、総合教育会議の開催回

数の減による議事録作成業務の減額、２目事務局費では、教育総務経費につきまして、教育費寄

附金の増額が見込まれることから、奨学資金貸付基金積立金の追加計上を行っております。 

 また、学校教育経費につきましては、特別支援教育支援員の出務見込みでの減額、学校統合推

進経費につきましても、中学校統合に関するアンケート調査の入札減による減額計上を行ってお

ります。 

 ６０ページ、２項小学校費１目学校管理費につきまして、小学校管理事務局経費は、主に国の

補正予算への対応といたしまして、島中小学校及び安下庄小学校の非構造部材落下防止事業の追

加計上となっております。 

 ２目教育振興費は、就学援助費の実績見込みにより１８７万１,０００円の減額であります。 

 ３項中学校費１目学校管理費につきましては、中学校管理事務局経費は、小学校費と同様に国
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の補正予算分として、久賀中学校の非構造部材落下防止事業の追加計上を行っております。 

 また、２目教育振興費においても、就学援助費の実績見込みにより３１１万２,０００円の減

額計上となっております。 

 ６２ページ、４項社会教育費１目社会教育総務費につきましては、世界スカウトジャンボリー

地域プログラム開催経費の精算等により２６万８,０００円の減額計上となっております。 

 ６３ページ、２目公民館費につきましては、久賀公民館耐震事業に係る入札減による減額、

４目文化財保護費につきましては、服部屋敷厨房の電源修繕経費を追加計上しております。 

 また、５目社会教育施設費につきましては、大島文化センターの空調設備保守点検等の入札減

により５５万５,０００円の減額計上となっております。 

 ６４ページ、５項保健体育費２目体育施設管理費につきましても、各経費の精査による減額計

上でございます。 

 ６５ページ、３目学校給食費につきましては、主に給食数減に伴う賄い材料費等の減により

４０４万円の減額計上でございます。 

 ６６ページ、１１款公債費１項公債費２目利子は、実績見込みによる長期借入金利子

１,１１６万５,０００円の減額計上を行うものでございます。 

 １２款諸支出金は、各特別会計の補正予算に伴う繰出金の調整で、総額８,６１０万円の追加

計上となっております。 

 以上が、歳入歳出予算補正の概要でございます。 

 続きまして、７ページにお帰りをいただきたいと思います。 

 ７ページは地方債の補正についてでございます。 

 水産業債、河川債、港湾債、過疎対策事業債、合併特例事業債及び消防債の補正に伴う限度額

の変更を行うものでございます。 

 以上が平成２７年度周防大島町一般会計補正予算（第５号）についての概要でございます。 

 何とぞ慎重に御審議の上、御議決賜りますようお願いいたしまして、補足説明を終わります。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑はございませ

んか。広田議員。 

○議員（４番 広田 清晴君）  １つはですね、県事業等のいわゆる精査に伴う部分で、負債と実

績にはかなり落としよるというのが中身だろうというふうに見ております。 

 それで実際的に県事業、例えば、いろんな分野がありますね、それぞれ今年度、何％ぐらいで

きたのかという点から、掌握する資料があれば報告を求めておきたいというふうに思います。こ

れが１点です。 

 それじゃあ、その点からよろしくお願いします。 
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○議長（荒川 政義君）  池元産業建設部長。 

○産業建設部長（池元 恭司君）  負担割合じゃなしに、事業費ですか。はい、失礼します。 

 まず、広田議員さん、県事業の負担金の質問でございます。 

 県事業は、土地改良と県の土木関係があります。 

 それじゃあちょっと予算書の順番で説明させていただきます。 

 まず、農業関係でございます、４６ページになります。 

 下のほうになりますが、１９の負担金補助金、補助及び交付金でございます。５,０５０万円

の減額となっております。その中で、中山間地域総合整備事業負担金１５万円を増額しておりま

す。 

 当初、事業費５,０００万円で、町負担７５０万円を計上しておりまして、今回３月議会にお

きまして、精算の事業費が５,１００万円の町の負担割合１５％を掛けたものが７６５万円で、

１５万円の増額となっております。 

 次に、その４７ページに移っていただいて、農道保全対策事業４,１６５万円の減額となって

ます。 

 農道保全対策事業につきましては、当初１億９,５００万円の総事業費でありまして、負担割

合、町負担が２５％、４,８７５万円を計上しておりましたが、３月で精査により、事業費

２,８４０万円で、町負担２５％、７１０万円で、差し引き４,１６５万円の減額計上としており

ます。 

 次に、その下でございますが、耕作放棄地解消発生防止基盤整備事業、ここは９００万円の減

額となっております。 

 当初２億円の事業費によりまして、町負担１５％、３,０００万円を計上しておりましたが、

３月で１億４,０００万円の事業費、町負担が１５％、２,１００万円、差し引き９００万円の減

額補正をしております。 

 次に、土木関係に入ります。土木の県事業でございますが、予算書５４ページをお開きくださ

い。 

 ５４ページ、下のほうになりますが、県事業負担金（道路等）と書いております。 

 ここで２９５万３,０００円を減額しております。これにつきましては、当初９,７００万円を

計上しておりまして、町の負担割合が５％で４８５万円を計上しておりました。３月におきまし

て、精算事業費が３,７９２万６,０００円の５％で、１８９万７,０００円となりまして、ここ

で２９５万３,０００円を減額しております。 

 次に、５５ページに見ていただきますと、今度は県事業負担金（河川）と書いてあります。 

 ここが１,３３０万５,０００円の減額となっております。 
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 ここは３つの項目がございまして、１つまず、自然災害防止事業負担金でございます。 

 これにつきましては、自然災害につきましては、当初１億４,２００万円の総事業費を予定し

ておりましたものが、済みません、ちょっと言いかえます。自然災害防止事業負担金につきまし

ては１,３００万円を予定しておりましたものが、今回、ちょっと違いますね、ちょっと済みま

せん。 

 次に、２番目の急傾斜地崩壊対策事業でございますが、当初８,０００万円の事業費で、町の

負担金が６００万円を予定しておりましたが、３月で精算したものが６,８００万円の、町負担

が５％の３４２万１,０００円となっております。 

 次に、津波・高潮危機管理対策緊急事業負担金でございますが、当初６,０００万円を予定し

て、８％の負担割合で４,８００万円を計上しておりましたものが、３月において３,９００万円

の事業費に対して５％３１７万４,０００円の負担になりましたので、ここで１６２万

５,０００円の減額となっております。 

 次に、５５ページ、下の段になりますが、県事業負担金（港湾）と書いてあります。 

 ここも４つの項目がございます。 

 港整備交付金事業負担金でございます。ここにつきましては、当初８,６００万円の事業費に

対し、２５％の割合で、町が２,１５０万円の負担金が、３月で３,１９８万７,０００円の精算

事業となり、７８０万円の町の負担となり、ここで減額が１,３００万円になっております。 

 次に、純単独港湾改修事業負担金でございます。ここは、当初１,７００万円の事業費に対し、

４０％の町負担６８０万円を計上し、３月において５７０万円の精算事業になり、ここで４０％

の２２８万円となった差額４５１万９,０００円が減額となっております。 

 １ページめくっていただいて、５６ページになります。 

 海岸高潮対策事業負担金、ここは１,９９４万円の減額となっておりますが、当初３億

５,０００万円の事業費を想定し、計上し、８％の負担割合で２,８００万円を計上しておりまし

た。３月で精算したときは、事業費１億７４万円程度になったもので、これを８％の負担率を掛

けると８０６万円程度になり、減額が１,９９４万となったものでございます。 

 次に、最後です。 

 純単独海岸事業負担金で５０８万円の減額については、事業費が１,０６０万円の事業費に対

し、５０％の負担割合で５１８万円となっておりました。これが、済みません、ちょっとここ間

違いました、ちょっと言いかえます。 

 純単独海岸事業負担金につきましては、５００万円の事業費に対し５０％の負担割合で

２５０万円を計上しておりましたが、３月の事業費は１９万８,０００円、負担５０％の９万

９,０００円を計上したもので、差額が５０８万円となっております。 
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 次に、都市計画費でございます。５６ページ、中段になりますが、県事業負担金（都市計画）

と書いております。 

 負担金補助及び交付金の中で１３４万７,０００円の増額となっておりますが、３月において

事業費１,９４６万円を計上し、負担率１０％を掛けたものが１９４万６,０００円となり、今回

１３４万７,０００円の増額を計上したものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  広田議員。 

○議員（４番 広田 清晴君）  実は、この時期が不用額の整理というのが１つの内容になってお

ります。 

 それで、実際的にこれ不用額に当たるのかどうかちょっとわかりにくいんで、ちょっと聞いて

おきたいんですが、１つは委託料として、このページ数が５０ページです。 

 それで、路線バス等代替運行委託料、これはどちらになるんですか。奥畑線かもしくは実質的

には大島本線、安下庄線等になる部分なんか、ちょっとわかりにくいんでですね、答弁を求めて

おきたいというふうに思います。これが１つです。 

 それで、もう１つが、実際的に目玉的な政府はやり方をしよるですね、高齢者に対する３万円

の部分についてであります。 

 これは、７月に基本的にはなる、まさに選挙対策というふうに言われておりますが、一体、周

防大島町の場合が何人になるのか、報告を求めておきたいというふうに思います。 

○議長（荒川 政義君）  松本健康福祉部長。 

○健康福祉部長（松本 康男君）  ただいま御質問いただきました、年金生活者に対する支援とい

うことで、対象者でございますが、本町では４,９００人を予定しております。 

○議長（荒川 政義君）  池元産業建設部長。 

○産業建設部長（池元 恭司君）  生活バス等代替運行委託料の件ですかね。 

 これは、本年度、先ほども補足説明でありましたが、油田トンネルの改修工事が着工できなか

って、代替輸送のものが丸々皆減で執行したことという補正でございます。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はございませんか。尾元議員。 

○議員（１５番 尾元  武君）  合併浄化槽の設置事業に対してマイナス補正、金額的にも今回

はちょっと私は多く感じるんですが、結果として、何基の申請があって、また、これだけ大きく

なった理由的なものはどういったことをお考えかお尋ねします。 

○議長（荒川 政義君）  佐川環境生活部長。 

○環境生活部長（佐川 浩二君）  合併浄化槽の基数の減ということでございますけども、当初は、

５人槽が３７基、７人槽で２１基、１０人槽が２基を予定しておりました。全部で６０基の予算
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をとっておりましたけども、これが申請が出てきたのが、５人槽が３７基が１１基、２６基の減

と、７人槽で２１基が７基の申請と１４基の減、１０人槽で２基予定しておりましたけども、こ

れは０基と２基の減ということになっております。これで合計で６０基が１９基ということにな

っております。 

 この減になった理由としましては、ある程度これまでずっと約６０基ずつ程度補助してまいり

ましたけども、ある程度の整備がされてきたんではないかというふうに考えております。 

○議長（荒川 政義君）  尾元議員。 

○議員（１５番 尾元  武君）  今、下水のほうの工事が進む中、補助対象区域というのがすご

く制限をされてきていると思います。 

 また、新たに計画区域に入りますと、その地域で新規にまた設置対象外という地域になるって

いう部分が予想されると思うんですが、それで下水の完成年度っていうのが、確か平成４７年で

すかね、何かそれぐらいの数字になっていると思うんです。 

 それまでに、なかなか処分場から遠い地域のほうで、計画区域にも入ったばかりでなかなか設

置で補助金が申請できなくなっているっていう状況っていうのも考えられると思うんですけど、

その辺に関してはいたし方ないことではとは思うんですけど、どのようにお考えかなと。 

○議長（荒川 政義君）  佐川環境生活部長。 

○環境生活部長（佐川 浩二君）  今、尾元議員さんから４７年度、浮島地区事業完成と予定をし

ておりますけれども、今、当初の事業計画、認可区域でありますけども、これは平成３２年度ま

での、５年から７年の、当初、計画しましてその区域を定めて事業を今、計画を進めております。 

 その区域につきましては国の認可というか、それがおりましたので、その区域につきましては

補助対象ではないと。で、その事業計画以外の分につきましては、これまでどおり対象というこ

とになってる。ただ、４７年までの事業計画では全体計画ではありますけども、その中の一部を

事業計画として挙げております。その区域だけが対象外ということになっております。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 討論採決は、次の本会議といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第１３号 

日程第１０．議案第１４号 

日程第１１．議案第１５号 

日程第１２．議案第１６号 
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日程第１３．議案第１７号 

日程第１４．議案第１８号 

日程第１５．議案第１９号 

○議長（荒川 政義君）  日程第９、議案第１３号平成２７年度周防大島町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第３号）から日程第１５、議案第１９号平成２７年度周防大島町渡船事業特別会

計補正予算（第２号）までの７議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。松本健康福祉部長。 

○健康福祉部長（松本 康男君）  それでは、議案第１３号から第１５号の補足説明をいたします。 

 議案第１３号平成２７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）につきま

して、補足説明を行います。 

 今回の補正の主なものは、歳入におきまして療養給付費国庫負担金、高額医療費共同事業国・

県負担金、財政調整交付金及び高額医療費共同事業交付金が増額となっております。また、退職

分の療養給付費等交付金、前期高齢者交付金及び保険財政共同安定化事業交付金は、減額となっ

ております。 

 歳出におきましては、保険給付費のうち一般療養給付費、後期高齢者支援金、高額医療費共同

事業拠出金及び公営企業局企業会計繰出金が増額となっております。また、退職療養給付費、退

職高額療養費、出産育児一時金及び保険財政共同安定化事業拠出金は減額となっております。 

 全体では、その他一般会計繰入金を追加する状況となっております。 

 それでは、補正予算つづりの６９ページをお願いいたします。 

 本文の第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４,６４８万円を追加し、

歳入歳出の総額をそれぞれ４１億４,５０４万３,０００円とするものであります。 

 次に、事項別明細書の７５ページをお願いいたします。 

 歳入から御説明いたします。 

 １款国民健康保険税１項１目一般被保険者国民健康保険税及び２目、退職被保険者等国民健康

保険税は、被保険者の保険者数の減少等の影響により、普通徴収分と特別徴収分を合わせて、そ

れぞれ２００万円、計４００万円を減額しております。 

 ３款国庫支出金１項国庫負担金１目療養給付費負担金は、平成２７年１１月診療分までの保険

給付費実績により算定する、変更交付申請額に基づき、現年度分の一般分、介護分、後期高齢者

支援分を併せて５,６２９万５,０００円を増額いたします。 

 ２目高額医療費共同事業負担金は、拠出金額の確定により２０７万８,０００円増額いたしま

す。３目特定健康診査等負担金は、交付決定により３４万６,０００円減額いたします。 

 ２項国庫補助金１目財政調整交付金は、普通調整交付金を交付見込額の増により８,１０３万
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４,０００円、特別調整交付金を国保診療施設整備分等の増により、３,６５１万２,０００円増

額いたします。 

 ７６ページをお願いします。 

 ４款療養給付費等交付金１項１目１節、退職分を平成２７年１１月診療分までの保険給付実績

に基づく年間医療費の推計により、３,９０６万９,０００円減額いたします。 

 ５款前期高齢者交付金を、交付金確定に伴い７,５６１万６,０００円減額いたします。 

 ６款県支出金１項県負担金１目高額医療費共同事業負担金は、実績により、国費と同じく

２０７万８,０００円増額いたします。２目特定健康診査等負担金についても、国費と同じく

３４万６,０００円減額いたします。 

 ７７ページをお願いします。 

 ７款共同事業交付金１項１目高額医療費共同事業交付金は、実績見込みにより３,０６３万

４,０００円の増額、２目保険財政共同安定化事業交付金は、実績見込みにより１億３,３２３万

８,０００円を減額いたします。 

 ８款財産収入１項財産運用収入１目利子及び配当金は、国民健康保険基金、利子の増により

８,０００円増額いたします。 

 ９款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金は、３節職員給与費等繰入金を１６万

２,０００円増額、４節出産育児一時金等繰入金を、支給見込みにより１９６万円減額、６節そ

の他一般会計繰入金を財源補填分の増額により、９,２２５万４,０００円増額いたします。 

 ７８ページをお願いします。 

 歳出について御説明いたします。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費、国保の職員人件費を９万７,０００円増額いたし

ます。 

 ２款保険給付費１項療養諸費１目一般被保険者療養給付費を、決算見込みにより４,５３８万

５,０００円増額、２目退職被保険者等療養給付費を、決算見込みにより２,５００万円減額、

３目一般被保険者療養費は財源の調整です。 

 ７９ページ、４目退職被保険者等療養費を４０万４,０００円、５目審査支払手数料を５０万

円減額いたします。２項高額療養費１目一般被保険者高額療養費は、財源調整です。２目退職被

保険者等高額療養費は決算見込みにより、５００万円減額いたします。３目一般被保険者高額介

護合算療養費は、財源調整です。 

 ８０ページ、４項出産育児諸費１目出産育児一時金は、決算見込みにより２９４万円減額いた

します。 

 ３款後期高齢者支援金等１項１目後期高齢者支援金は、納付金額の確定に伴い１,１４２万
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１,０００円増額いたします。 

 ６款介護納付金は、財源の調整です。 

 ８１ページをお願いします。 

 ７款共同事業拠出金１項１目高額医療費拠出金は、拠出額確定により８３１万１,０００円を

増額し、３目保険財政共同安定化事業拠出金も同様に、拠出額確定により３,２８３万

９,０００円を減額いたします。 

 ８款保健事業費１項１目特定健康診査等事業費は、職員人件費を６万５,０００円増額、

８２ページの特定健康診査等事業費の１３節委託料、受診者数減の見込みにより１５０万円減額

いたします。 

 ９款基金積立金は、基金利子分を８,０００円増額いたします。 

 １１款繰出金１項他会計繰出金、１目公営企業局企業会計繰出金は国庫特別調整交付金による

町立病院の施設整備費用の増等により、４,９３７万６,０００円を増額いたします。 

 以上が、議案第１３号、平成２７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）についての概要でございます。 

 続きまして、議案第１４号、平成２７年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第３号）につきまして、補足説明を行います。 

 今回の補正は、歳入においては保険料事務費繰入金及び保険基盤安定繰入金の減額、歳出にお

いては職員人件費の増額、後期高齢者医療広域連合納付金の減額となっております。 

 補正予算つづりの８３ページをお願いいたします。 

 第１条で既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ６８２万５,０００円を減額し、

総額を４億１,５４６万２,０００円とするものです。 

 次に、事項別明細書の８９ページをお願いいたします。 

 歳入から御説明いたします。 

 １款後期高齢者医療保険料１項１目特別徴収保険料を、決算見込みにより１,０８４万円減額

いたします。２目普通徴収保険料については、決算見込みにより８４８万８,０００円増額いた

します。合わせて保険料は、２３５万２,０００円の減額となります。 

 ３款繰入金１項他会計繰入金１目事務費繰入金を、広域連合納付金の変更により５４万

８,０００円減額し、２目保険基盤安定繰入金を、実績により３９２万５,０００円減額いたしま

す。 

 次に９０ページをお願いいたします。 

 歳出について御説明いたします。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費のうち、職員人件費を１６万４,０００円増額いた
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します。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金は、事務等負担金分７１万２,０００円、保険基盤安定負

担金分３９２万５,０００円及び後期高齢者医療保険料分２３５万２,０００円をそれぞれ減額し、

合計で６９８万９,０００円を減額するものであります。 

 以上が議案第１４号、平成２７年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

３号）についての概要でございます。 

 続きまして議案第１５号、平成２７年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

につきまして補足説明を行います。 

 補正予算つづりの９１ページをお願いいたします。 

 今回の補正は、実績見込みによる介護給付費の減額に伴う調整が主なものとなっております。 

 第１条で既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から、９,９１０万９,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を３３億８,１６５万７,０００円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予

算の総額から１９７万６,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を１,７１５万円とするもので

あります。 

 事項別明細書の９９ページをお願いいたします。 

 保険事業勘定の歳入から御説明いたします。 

 １款保険料１項介護保険料１目第一号被保険者保険料、１節現年度分特別徴収保険料は、

１,１４２万６,０００円増額、２節現年度分普通徴収保険料を２９１万円減額いたしまして、合

計で８５１万６,０００円増額いたします。 

 ３款国庫支出金１項国庫負担金１目介護給付費負担金は、介護給付費の減額に伴い

１,４３１万３,０００円減額いたします。 

 ２項国庫補助金１目調整交付金は見込みにより４,３６０万６,０００円減額、２目地域支援事

業交付金１節介護予防事業は、事業実績の見込みにより５２万円減額、２節包括的支援事業・任

意事業は７８万９,０００円減額いたします。 

 １００ページをお願いいたします。 

 ４款支払基金交付金１項支払基金交付金１目介護給付費交付金は、介護給付費の減額に伴い

２,６６０万円減額し、２目地域支援事業交付金は実績見込みにより５８万２,０００円減額いた

します。 

 ５款県支出金１項県負担金１目介護給付費負担金は、介護給付費の減額に伴い１,６５６万

２,０００円減額いたします。２項県補助金１目地域支援事業交付金１節介護予防事業は、事業

実績の見込みにより２６万円減額、２節包括的支援事業・任意事業は３９万５,０００円減額い

たします。 
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 １０１ページをお願いいたします。 

 ６款繰入金１項他会計繰入金１目介護給付費繰入金は、介護給付費の減少により、

１,１８７万５,０００円減額し、２目地域支援事業繰入金１節介護予防事業は事業実績の見込み

により２６万円減額、２節包括的支援事業・任意事業は３９万５,０００円の減額、３目低所得

者保険料軽減対策繰入金は実績見込みにより５万５,０００円の増額、４目その他一般会計繰入

金は財源調整により４万９,０００円増額いたします。 

 ２項基金繰入金１目介護給付費準備基金繰入金は、８４５万３,０００円増額し、介護給付に

対する財源調整を行っております。３項介護サービス事業繰入金１目介護サービス事業繰入金は、

介護サービス事業勘定の繰出金の減額に伴い、４万６,０００円減額いたします。 

 １０２ページの９款財産収入は、基金利子として２万１,０００円追加計上いたします。 

 次に、歳出の主なものについて御説明いたします。 

 １０３ページをお願いいたします。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費は、職員人件費として４４万５,０００円増額いた

します。３項介護認定審査会費１目介護認定審査会費は、介護認定審査会経費の減額により

２００万円減額いたします。 

 ２款保険給付費１項サービス諸費１目介護サービス等給付費は、実績見込みにより

５,８８２万１,０００円減額いたします。 

 １０４ページの２目介護予防サービス等給付費は、実績見込みにより３,０６２万１,０００円

減額いたします。 

 １０５ページの２項その他諸費１目審査支払手数料は、実績見込みにより５１万５,０００円

を減額いたします。３項高額介護サービス等費１目高額介護サービス費は、実績見込みにより

３２３万４,０００円減額いたします。４項高額医療合算介護サービス等費１目高額医療合算介

護サービス費は、３６４万円増額いたします。 

 １０６ページの５項特定入所者介護サービス等費１目特定入所者介護サービス費は、実績見込

みにより５４４万５,０００円減額いたします。 

 ３款基金積立金１目介護給付費準備基金積立金は、基金利子２万４,０００円を増額いたしま

す。 

 １０７ページをお願いします。 

 ４款地域支援事業費１項介護予防事業費、１目二次予防事業費１３３万５,０００円の減額に

つきましては、二次予防把握事業の結果通知等の郵送料の減と通所介護予防事業の利用者の減、

訪問型介護予防事業の減が主なものでございます。 

 ２目一次予防事業は、竜崎温泉の健康運動指導士の出務日数の減等により、７２万
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４,０００円減額いたします。 

 １０８ページの２項包括支援事業・任意事業費１目包括的支援事業費は、介護支援専門員更新

研修参加者の減により、５万７,０００円減額し、２目任意事業費は家族介護用品支給及び生活

管理指導員派遣事業の実績見込みにより１０２万１,０００円減額し、３目地域包括支援セン

ター運営事業費は、職員人件費の増額等で５５万５,０００円の増額です。 

 次に、介護サービス事業勘定について御説明いたします。 

 事項別明細書１１３ページの歳入から御説明いたします。 

 １款サービス収入１項介護給付費収入１目介護予防サービス計画費収入は、ケアプランの作成

件数の減により２００万円を減額いたします。 

 ２款諸収入１項１目雑入は、住宅改修理由書の作成料として２万４,０００円を増額いたしま

す。 

 次に１１４ページの歳出を御説明いたします。 

 １款サービス事業費１項１目介護予防支援事業費は、ケアプラン作成の減に伴うケアマネジ

ャー等臨時職員の賃金及びケアプラン作成委託料の減として、１９７万６,０００円を減額いた

します。 

 以上で、議案第１３号から第１５号までの補足説明を終わります。 

 何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（荒川 政義君）  暫時休憩します。１３時より開会します。 

午前11時59分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き、会議を求めます。補足説明を求めます。佐川環境生

活部長。 

○環境生活部長（佐川 浩二君）  それでは、議案第１６号平成２７年度周防大島町簡易水道事業

特別会計補正予算（第３号）から議案第１８号平成２７年度周防大島町農業集落排水事業特別会

計補正予算（第３号）までにつきまして、補足説明をさせていただきます。 

 補正予算書つづりの１１５ページをお願いいたします。 

 まず、議案第１６号平成２７年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）につい

て、御説明いたします。 

 今回の補正は第１条のとおり既定の歳入歳出予算の総額から１,３４７万７,０００円を減額し、

予算の総額を８億９,９９５万２,０００円とするとともに、第２条により地方債の補正を行うも

のであります。 
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 事項別明細書の１２３ページをお願いいたします。 

 歳入の３款繰入金において、一般会計から繰入金３２万３,０００円を増額し、財源を調整し

ております。 

 ６款町債は、事業費の変更に伴い、簡易水道事業債１,３８０万円を減額計上しております。 

 次に１２４ページの歳出でございます。 

 １款簡易水道費１項事務費１目総務費において、山口県人事委員会の勧告による給料表の改正

及び勤勉手当の支給率の改正に伴い、職員人件費７２万７,０００円を増額計上しております。 

 総務一般経費では、委託料において簡易水道事業統合の準備に係る資産調査業務及び上水道事

業の創設に係る例規等整備業務について、精算見込み等により７１７万２,０００円を減額計上

しております。 

 また、一般会計の電算業務に係る事務機器借上料の契約締結額の確定により３５万

５,０００円の減額補正を、備品購入費においても公営企業会計システム購入経費の契約締結額

の確定により６６３万円６,０００円の減額計上しております。 

 ２款公債費１項公債費２目利子において、長期借入金利子の確定による減額補正でございます。 

 次に、議案第１７号平成２７年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第３号）について

でございます。 

 １２５ページをお願いいたします。 

 今回の補正は第１条に定めますとおり既定の歳入歳出予算の総額から２,３４８万９,０００円

を減額し、予算の総額を５億４,５５４万８,０００円とするとともに、第２条により地方債の補

正を行うものであります。 

 事項別明細書の１３３ページをお願いいたします。 

 歳入の１款分担金及び負担金１項分担金１目公共下水道事業費分担金は、分担金の全期前納者

の減により４万４,０００円の減額計上しております。 

 ３款国庫支出金１項国庫補助金１目下水道施設国庫補助金は、特定環境保全公共下水道国庫補

助金の交付額決定額の確定に伴い、９００万円を減額計上するものであります。 

 ４款繰入金は、一般会計からの繰入金９４万５,０００円を減額しての財源調整でございます。 

 ７款町債は、事業費の減額により下水道事業債６８０万円、過疎対策事業債６７０万円をそれ

ぞれ減額計上しております。 

 １３５ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。１款公共下水費１項事務費１目の総務管理費は、他会計と同様、職員人件

費に係る山口県の人事委員会の勧告による給料表の改正及び勤勉手当の支給率の改正に伴い、

６８万８,０００円の増額を、総務一般経費では報償費について下水道受益者分担金の全期前納



- 44 - 

者の減により１万９,０００円を減額し、また一般会計の電算業務に係る事務機器借上料の契約

締結額の確定により９万７,０００円を減額計上しております。 

 同じく２項事業費２目公共下水道事業費につきましては、久賀・大島地区公共下水道事業にお

いて測量・設計業務の入札減に伴う委託料２,２８５万４,０００円の減額を、公有財産購入費に

つきましては処理場法面の用地購入費として３３万３,０００円を追加計上しております。 

 負担金補助及び交付金は、公共下水道事業に係る県の過疎代行事業費の確定により負担金等

１３３万５,０００円減額計上するものでございます。 

 １３６ページの２款公債費１項公債費は、長期借入金利子の確定による減額でございます。 

 続きまして、議案第１８号は平成２７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

３号）についてでございます。 

 １３７ページをお願いいたします。 

 今回の補正は第１条に定めますとおり既定の歳入歳出予算の総額から５００万５,０００円を

減額し、予算の総額を３億３,３４０万２,０００円とするものでございます。 

 また、第２条により事業費の変更に伴い地方債の補正を行うものであります。 

 事項別明細書の１４５ページをお願いいたします。 

 歳入の１款分担金及び負担金１項分担金１目農業集落排水事業費分担金につきましては、分担

金の全期前納者の増により６８万５,０００円及び公共ます新設分担金１４万４,０００円の、併

せて８２万９,０００円を増額計上しております。 

 ３款繰入金は２８３万４,０００円減額での財源調整でございます。 

 ５款諸収入におきましては秋地区の西川砂防河川県改修工事の施工箇所の変更による進捗遅延

のため工作移転補償金２９０万円を減額しております。 

 ６款町債は、事業費の減額により下水道事業債の１０万円減額補正するものでございます。 

 １４６ページをお願いいたします。歳出についてであります。 

 １款農業集落排水費１項総務管理費１目総務管理費は、他会計と同様、山口県人事委員会の勧

告による給料表の改正及び勤勉手当の支給率の改正に伴い、職員人件費１４万５,０００円増額

計上しております。 

 総務一般経費の報償費は、農業集落排水受益者分担金の全期前納者の見込み増により、５万

２,０００円を増額計上しております。また、他会計と同様、一般会計の電算業務に係る事務機

器借上料の契約締結額の確定により９万７,０００円の減額計上でございます。 

 ２項事業費１目維持管理費につきましては、水質検査の入札減による２００万円の減額を、秋

地区西川砂防河川県改修工事の施工箇所の変更による進捗状況の遅延に伴う下水道管布設替えの

工事請負費２９０万円の、併せて４９０万円を減額計上しております。 
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 ２目農業集落排水事業費の設備経費は、沖浦西地区マンホールポンプ場の通報装置更新工事の

入札減による減額計上でございます。 

 １４７ページの２款公債費は、長期借入金利子の確定により１５万７,０００円を減額するも

のでございます。 

 以上が、議案第１６号から議案第１８号まで環境生活部所管の特別会計補正予算の概要でござ

います。 

 何とぞ、慎重なる御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げ、補足説明を終わります。 

○議長（荒川 政義君）  次に、奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  議案第１９号平成２７年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算

（第２号）について補足説明をいたします。 

 今回の補正は第１条に定めますとおり既定の歳入歳出予算の総額に２６万９,０００円を追加

し、予算の総額を９,５０４万６,０００円とするとともに、第２条により地方債の補正を行うも

のでございます。 

 それでは、補正予算の概要につきまして事項別明細書により御説明をいたします。 

 １５７ページをお願いいたします。 

 歳入につきましては、２款国庫支出金１項国庫補助金は国土交通省の国庫補助金の内示を受け

１,１７４万７,０００円の減額計上でございます。 

 ３款県支出金１項県補助金は、県の交付決定を受け１,１６４万５,０００円の増額計上となっ

ております。 

 ４款繰入金１項他会計繰入金は、一般財源の調整を行い、９５７万１,０００円の増額計上で

ございます。 

 １５８ページ、６款町債につきましては、交通事業債及び過疎対策事業債の皆減により

９２０万円の減額となっております。 

 また、１５９ページの歳出につきましては、事業費の各航路につきまして山口県人事委員会の

勧告による給料表の改正及び勤勉手当の支給率の改正に伴う人件費の調整及び国庫補助金、県補

助金の内示及び交付決定による財源の調整等を行っております。 

 以上が平成２７年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第２号）についての概要でござい

ます。 

 何とぞ、慎重、御審議の上、御議決を賜りますようお願いいたしまして、補足説明を終わりま

す。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。 
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 議案第１３号平成２７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）、質疑は

ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第１４号平成２７年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）、質疑

はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第１５号平成２７年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）、質疑はござ

いませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第１６号平成２７年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）、質疑はござ

いませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第１７号平成２７年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第３号）、質疑はござい

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第１８号平成２７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）、質疑は

ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第１９号平成２７年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第２号）、質疑はございま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 以上で議案第１３号平成２７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）か

ら、議案第１９号平成２７年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第２号）までの質疑を終

了いたします。討論、採決は次の本会議といたします。 

────────────・────・──────────── 
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日程第１６．議案第２０号 

○議長（荒川 政義君）  日程第１６、議案第２０号平成２７年度周防大島町公営企業局企業会計

補正予算（第２号）を議題とします。 

 補足説明を求めます。石原公営企業管理者。 

○公営企業管理者（石原 得博君）  議案第２０号平成２７年度周防大島町公営企業局企業会計補

正予算（第２号）の補足説明を申し上げます。 

 お手元の平成２７年度周防大島町公営企業局補正予算書の１ページをご覧いただきたいと思い

ます。 

 この予算は、１２月実績に基づきまして算出しております。 

 第２条の業務の予定量では病院患者数は入院合計で６６９人、外来合計で２,００４人の減少、

介護老人保健施設利用者も入所合計で２１２人、次の２ページにあります通所合計で６８人の減

少を見込んでおります。それに伴いまして一日の平均患者数や利用者数を補正しております。 

 大島看護専門学校の学生数は、実績に基づきまして１２名減少を見込んでおります。 

 主要な建設改良事業につきましては、医療機械器具及び備品購入で次の３ページの上段にあり

ます不用額６,８５７万５,０００円減額補正し、合計で２億８,７３２万７,０００円を見込んで

おります。 

 第３条の収益的収入及び支出につきましても、１２月末までの実績に基づきまして算出し、次

の４ページにあります収入合計で１,２１８万３,０００円増額補正し、５３億８,７８１万

５,０００円を見込み、支出合計で５,１７９万３,０００円増額補正し、５３億８,６９３万円を

見込んでおります。 

 主な理由としましては、収入は業務量の減少に伴う入院・外来収益の減少、学生数の減少によ

る大島看護専門学校の授業料・実習費の減少、交付税額の確定等による他会計補助金の増額、基

金運用益の増額並びに修学資金貸し付けの返金分を見込み、支出につきましては、退職手当引当

金の増額並びに非常勤医師の報酬増額に伴う給与費の増額、経営コンサルタント委託料、東和病

院西棟改修工事基本計画案作成業務委託料等の増額を見込んでおります。 

 次に、５ページをお願いします。第４条の資本的収入及び支出でございますが、収入につきま

しては東和病院の企業債は機械備品の入札減等による１,５５０万円減額補正し、支出金は医療

機器整備に対する補助金２７０万円を増額補正し、固定資産売却代金は基金の取り崩しにより

３億円増額補正しております。 

 橘病院の企業債は、機械備品の入札減により２,２４０万円減額補正し、支出金は医療機器整

備に対する補助金４３２万円を増額補正しております。 

 大島病院の企業債は、機械備品の入札減等により８,１５０万円減額補正し、支出金は医療機
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器整備に対する補助金４,０００万円を増額補正しております。 

 大島看護専門学校の企業債は、機械備品の入札減により２０万円減額補正しております。 

 支出につきましては、先ほど第２条の業務の予定量で申し上げましたが、入札減等により建設

改良合計で６ページの中段の不用額６,８５７万５,０００円減額補正し、合計で８億

７,７８９万５,０００円を見込んでおります。 

 第５条の企業債につきましては、入札減等の支出額の確定に基づきまして１億１,９６０万円

減額補正しております。 

 第６条の議会の議決を経なければ流用することができない経費でございますが、第３条の主な

理由で申し上げましたが、退職手当引当金の増額、非常勤医師の報酬増額に伴う３,４７１万

５,０００円を増額補正しております。 

 第７条の他会計からの補助金につきましては、交付税額の確定や医療機器に対する補助金分を

見込んで５,５８０万４,０００円増額補正しております。 

 第８条のたな卸資産購入限度額につきましても、業務の予定量に基づきまして算出し、合計で

２４９万２,０００円減額補正しております。 

 附属資料といたしまして、８ページ以降に補正予算に関する説明書を添付してございます。 

 以上が、平成２７年度周防大島町公営企業局企業会計補正予算（第２号）の内容でございます。 

 どうかよろしく御審議いただき、御議決賜りますようお願い申し上げまして、補足説明を終わ

らせていただきます。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑はございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。討論、採決は次の本会議

といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第２１号 

日程第１８．議案第２２号 

○議長（荒川 政義君）  日程第１７、議案第２１号行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例の制定についてから日程第１８、議案第２２号周防大島町地方活力向上地域におけ

る固定資産税の不均一課税に関する条例の制定についてまでの２議案を一括上程し、これを議題

とします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  それでは、議案第２１号及び議案第２２号につきましては一括して補
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足説明をいたします。 

 まず、議案第２１号行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例についてであり

ます。 

 本件につきましては、行政不服審査法の全部改正に伴い、該当する７つの条例について法律改

正に基づいた条例の一部改正を行うものでございます。 

 行政不服審査法は昭和３７年に施行されましたが、行政処分に関し国民が行政庁に不服を申し

立て、当該行政庁が改めてその行政処分について違法性、不当性を判断する制度に関して、公正

性や使いやすさの向上、国民の救済手段の充実・拡大の観点から制定後５０年ぶりに抜本的に見

直され、平成２６年６月１３日に公布されました。 

 主な改正点につきましては、審査請求できる期間が３カ月に延長されたことや不服申し立ての

手続を審査請求に一元化するものですが、審査請求や裁決について、改正行政不服審査法におい

て加筆修正された内容について、本町の関係条例に反映させるため所要の修正等を行うものでご

ざいます。 

 第１条は、周防大島町情報公開条例の一部改正でございます。改正行政不服審査法では、審理

員制度の導入と第三者機関へ諮問することが規定されておりますが、情報公開審査会は公文書の

公開等に関し優れた識見を有する方々で構成される附属機関であり、実施機関から諮問を受け公

開の適法性や妥当性について、公平性を失うことなく公正かつ適正な判断が確保される調査審議

をし、答申するといった過程を経ておりますので、改正法に基づく審理員制度は適用しない旨を

規定することが主な改正でございます。 

 第２条は、周防大島町行政手続条例の一部改正でございますが、町が行為や決定をする際に、

相手方や関係人に弁明の機会を与える聴聞の主宰者に係る規定について字句を改めるものでござ

います。 

 第３条の周防大島町固定資産評価審査委員会条例の一部改正につきましては、行政不服審査法

の全部改正により地方税法の一部改正に伴う審査の申出書、書面審理、決定書の作成について所

要の改正を行うものでございます。 

 第４条の周防大島町税条例、第５条の周防大島町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

及び第６条の周防大島町附属機関の設置に関する条例の一部改正でございますが、それぞれ審査

請求できる期間が３カ月に延長されたことや、不服申し立ての手続を審査請求に一元化すること

に伴い、字句の改正を行うものでございます。 

 第７条の周防大島町個人情報保護条例の一部改正につきましては、不服申し立ての手続を審査

請求に一元化することや、第１条で御説明をいたしました周防大島町情報公開条例と同様に、個

人情報保護審査会は保有個人情報の開示等に関し、優れた識見を有する方々で構成される附属機
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関であり、実施機関から諮問を受け開示の適法性や妥当性について調査審議をし、答申するとい

った過程を経ておりますので、改正法に基づく審理員制度は適用しない旨を規定することが主な

改正でございます。 

 なお、附則として、法律の施行と同日の平成２８年４月１日に施行することとしております。 

 次に、議案第２２号周防大島町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条

例の制定についてであります。 

 本件は、地域再生法の一部改正及び地域再生法第１７条の６の地方公共団体等を定める省令が

平成２７年８月にそれぞれ施行され、また、山口県が策定した地域再生計画「山口県活力向上地

域特定業務施設整備促進プロジェクト」が、平成２７年１０月２日に国より認定をされたことに

伴い、固定資産税の不均一課税を行うため条例の制定をするものでございます。 

 本条例は、「山口県地域再生計画」に定められた周防大島町における地方活力向上地域内にお

いて、東京２３区にある本社機能を地方に移転し特定業務施設を整備する移転型と、地方にある

本社機能を拡充し特定業務施設を整備する拡充型の事業を、県の認可を受けた事業者が実施する

場合に、固定資産税の不均一課税を行うものであります。 

 不均一課税を行うことにより、安定した良質な雇用の創出を通じて、地方への新たな人の流れ

を生み出すことを目指すため、本条例を制定するものであります。 

 それでは、本条例の内容について御説明をいたします。 

 第１条は、本条例の趣旨について定めております。 

 第２条第１項は、不均一課税に関する規定を定めております。「山口県地域再生計画」におい

て定められた地方活力向上地域内において、移転型と拡充型の事業を実施した場合において、特

別償却設備である家屋または構築物及び償却資産並びに当該家屋または構築物の敷地である土地

について、表のとおり３カ年の不均一課税を適用する規定を定めております。 

 次に、第２項は、本条例は、周防大島町固定資産税の課税免除に関する条例の規定による課税

免除の適用を受ける場合は、適用しない旨を定めております。 

 第３条は、不均一課税の申請等について定めております。 

 第４条は、規則への委任について定めております。 

 次に、附則についてでございますが、第１項は、施行期日を定めたものであります。 

 第２項は、本条例による不均一課税の適用を受ける場合には、周防大島町固定資産税の課税免

除に関する条例が適用されないよう、周防大島町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改

正するものであります。 

 なお、本条例により固定資産税の不均一課税、これは軽減措置でございますが、不均一課税を

行った場合には、その減収に対して地方交付税による補填措置が講じられることとされておりま
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す。 

 以上が、議案第２１号及び議案第２２号の補足説明であります。 

 何とぞ、慎重なる御審議の上、御議決を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。 

 議案第２１号行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、質疑

はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第２２号周防大島町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の制

定について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 お諮りいたします。質疑が終結しましたので、議案第２１号から議案第２２号までの２議案を

お手元に配布してある議案付託表のとおり所管の常任委員会へ付託することとしたいと思います

が、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  異議なしと認めます。よって、議案第２１号から議案第２２号までの

２議案をお手元に配布してある議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託することに決定いた

しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．議案第２３号 

日程第２０．議案第２４号 

日程第２１．議案第２５号 

日程第２２．議案第２６号 

日程第２３．議案第２７号 

日程第２４．議案第２８号 

日程第２５．議案第２９号 

日程第２６．議案第３０号 

○議長（荒川 政義君）  日程第１９、議案第２３号周防大島町防災行政無線放送施設の設置及び

管理に関する条例の一部改正についてから、日程第２６、議案第３０号周防大島町営住宅及び一

般住宅条例の一部改正についてまでの８議案を一括上程し、これを議題とします。 
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 補足説明を求めます。 

 岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  議案第２３号から議案第３０号までにつきましては一括して補足説明

をいたします。 

 まず、議案第２３号周防大島町防災行政無線放送施設の設置及び管理に関する条例の一部改正

についてであります。 

 本案は、新たに増設した屋外受信設備、防災行政無線の屋外スピーカのことでございますが、

これを別表に加える必要が生じたこと、また、耕地番と山地番の重複解消のため山口地方法務局

登記官が職権により山地番に１万番を加算したことに伴い、山地番が変更された箇所に設置され

ている防災無線設備があること、さらに、設置場所の地番の一部に錯誤があることが判明したた

め、これらの地番を修正するため、別表の一部を改正しようとするものであります。 

 なお、施行期日は、公布の日から施行することとしております。 

 次に、議案第２４号周防大島町職員定数条例の一部改正についてであります。 

 病院の人員の基準は、医療法の規定により定められており、健康保険法では、診療報酬を請求

するため、診療報酬単価を定める条件として人員基準が定められております。 

 特に、入院基本料につきましては、１つの算定条件として、入院患者数に対する１日に常時配

置しなければならない看護師の人数により、診療報酬単価が定められております。 

 東和病院につきましては、２病棟のうち１病棟の一部を、回復期病床である地域包括ケア病床

への転床を計画しておりますが、この転床に伴い、病棟の看護師の配置基準を１５対１から

１３対１に変更し、病棟に専従の理学療法士等を配置しなければならないことになっております。 

 看護補助者につきましては、入院患者さんの高齢化に伴い、安全な看護をするため夜勤勤務の

体制を、看護師の２人体制から看護補助者を含む３人体制にしており、看護補助加算の算定をす

る上でも増員が必要でございます。 

 大島病院につきましては、平成２７年１０月１日から、１３対１の入院基本料から１０対１の

入院基本料に類上げをしております。 

 また、療養病床における看護師の配置基準が、医療法の改正により看護師及び看護補助者の人

員基準が、入院患者６人に対して看護師１人の配置から４人に１人となり、平成３０年３月

３１日までに、看護師及び看護補助者の確保が必要となることから、夜勤勤務でも、東和病院と

同様に夜勤体制を看護補助者を含む３人体制としております。 

 訪問看護ステーションにつきましては、今後も、さらに在宅医療へのニーズが高まることが予

想され、訪問看護の充実を図るためにも、理学療法士または作業療法士、看護師の３名の増員を

予定するものでございます。 
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 公営企業局では、育児休暇取得者が多く、ここ３年間で、毎年約２０名、うち看護師について

は約１０名が取得しております。病院の職員は、免許有資格者を必要としており、特に看護師が

育児休暇の際は補充が困難であり、先ほど、御説明申し上げましたとおり、基準を満たさないと

診療報酬への影響や夜勤勤務体制が困難な状況となるため、余剰職員も必要と考えております。 

 また、採用困難な看護師を確保するためにも、大島看護専門学校卒業生の受け入れが必要不可

欠であり、住民の皆様に少しでも御満足いただける医療を提供するためにも、３１名の定数の増

員をお願いするものでございます。 

 合併後、１１年余りが経過をいたしましたが、その間、歳出抑制を図るため、行政改革大綱や

定員適正化計画を策定し、人件費の抑制に取り組んでまいりました。 

 加えて、安易な職員数の削減は行政サービスの低下につながることから、組織機構や運営方法

の見直し、業務の効率化や廃止、民間委託や指定管理者制度の導入など、行政サービスの水準を

維持しながら職員数の削減に取り組んでまいりました。 

 公営企業局を除く職員数が減少する中、条例定数は実際の職員数とは乖離しており、今回の公

営企業局の職員の定数増員に伴い、全体の職員数は変えることなく、町長事務部局の職員数を

３３５人から３１０人に、教育委員会事務部局の職員数を５５人から４９人に変更するものでご

ざいます。 

 附則として、条例の施行日を平成２８年４月１日からとしております。 

 続いて、議案第２５号周防大島町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正につ

いてであります。 

 改正の要点を御説明申し上げます。 

 第１条の改正につきましては、平成２６年５月１４日に地方公務員及び地方独立行政法人法の

一部を改正する法律が公布され、地方公務員法第２４条に規定されている給与、勤務時間等の勤

務条件の根本基準の見直しにより項ずれが生じたため、本条例について改正を行うものでござい

ます。 

 また、第８条の２第１項第２号の改正につきましては、平成２７年６月２４日に学校教育法等

の一部を改正する法律が公布され、現行の小・中学校に加え、小学校から中学校までの義務教育

を一貫して行う義務教育学校を、新たな学校の種類として規定されたため、当該職員に対して早

出遅出勤務の請求が可能となるよう、改正を行うものでございます。 

 なお、附則として、法律の施行と同日の平成２８年４月１日に施行することとしております。 

 続いて、議案第２６号周防大島町報酬及び費用弁償条例の一部改正について補足説明を申し上

げます。 

 周防大島町内の離島航路の運航に関して、国の補助航路として、運航ダイヤの改正や母港の変



- 54 - 

更等に関しては、海上運送法で定められた所定の地域協議会、これは、国・県・町・地元利害関

係人でございますが、この地域協議会での協議結果を付して、運送計画変更の手続が必要となっ

ております。 

 周防大島町の離島航路である情島航路に関して、平成２９年３月末にあけぼの寮が移転するこ

とが決定しており、現行の運航回数、現在５往復でございますが、この運航回数を維持すること

は困難な状況になることが推測されます。 

 このため、離島航路確保維持改善協議会を設置し、運航に関しての審議・検討を行うことが必

要となりますので、新たに離島航路確保維持改善協議会委員の職名を追加しようとするものでご

ざいます。 

 また、平成２６年度の介護保険法の改正に伴い、地域支援事業実施要綱が改正され、介護保険

法第１１５条の４８第１項に基づく地域ケア会議推進事業及び介護保険法第１１５条の４５第

２項第６項に基づく認知症初期集中支援事業が新たに規定され、平成２８年４月１日から施行さ

れることに伴い、地域ケア会議委員及び認知症サポート医を加え、日額報酬として、地域ケア会

議委員は５,０００円、認知症サポート医員は１万７,０００円を支給しようとするものでござい

ます。 

 なお、地域ケア会議は、平成２６年度から平成２７年度までは、地域包括支援センター運営協

議会で実施してまいりましたが、このたびの要綱改正で、地域ケア会議推進事業として別に区分

し、それぞれで実施するものであります。 

 附則として、この条例は、平成２８年４月１日から施行しようとするものでございます。 

 続いて、議案第２７号周防大島町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正についてであ

ります。 

 山口県人事委員会は、昨年の１０月１９日に一般職の給与等について勧告を行いましたが、山

口県はこれを受け、勧告どおり平成２７年度の給与改定を行う予定でございます。 

 本年度は、官民給与の格差を踏まえ、給料表の引き上げ改定を行うとともに、民間の特別給の

支給割合との均衡を図るため、支給割合の引き上げを行うものであり、本町も山口県に準じ、給

料月額について平均０.６％の引き上げ、期末・勤勉手当につきましても、民間の支給状況を反

映して、支給月数を６月支給、１２月支給でそれぞれ０.０５カ月分、合わせて０.１カ月分引き

上げることといたしました。 

 また、昇給制度の見直しとして、５５歳を超える職員に対して、当該年齢に達した日の翌日以

後の最初の４月１日以後に昇給させる場合において、良好な成績で勤務した職員を昇給させる場

合の昇給の号給数を、２号給から１号給に抑制することといたしました。 

 さらに、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴い、船舶職員の給与及び旅費条例の
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改正、議会議員及び町長等の期末手当に関する条例もあわせて改正するため、関係条例を一括し

て一部改正しようとするものであります。 

 それでは、改正の要点を逐条に沿って御説明申し上げます。 

 第１条の周防大島町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございますが、第１８条第

２項中の勤勉手当の支給割合を１００分の５引き上げ、現行の１００分の７５から１００分の

８０に、再任用職員についても支給割合を１００分の２.５引き上げ、現行の１００分の３５か

ら１００分の３７.５に改正するものでございます。 

 この改正により、年間の勤勉手当の支給割合は、それぞれ、現行の１００分の１５０及び

１００分の７０から、１００分の１６０及び１００分の７５となります。 

 別表第１から別表第３につきましては、行政職、医療職及び技能職に係る給料表を、それぞれ

改正するものでございます。 

 第２条につきましても、周防大島町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございます

が、第２条中、第１条、第３条第３項、第３条の２第１項及び別表第４から別表第６の改正につ

きましては、地方公務員法第２４条及び第２５条の改正により、職階制から人事評価への改正に

加え、現在、規則で規定している等級別基準職務表を本条例で定めるものでございます。 

 また、第４条第４項につきましては、５５歳を超える職員の昇給制度の見直しに係る改正であ

り、第１７条の３は行政不服審査法の全部改正に伴い関係条文を改正するものでございます。 

 第３条は周防大島町船舶職職員の給与及び旅費等に関する条例の一部改正でございます。 

 第１条で御説明いたしましたとおり、山口県人事委員会勧告に伴い、船舶職に係る給料表を改

正するものでございます。 

 第４条も周防大島町船舶職職員の給与及び旅費等に関する条例の一部改正でございますが、第

２条で御説明いたしました地方公務員法第２４条及び第２５条の改正により職階制から人事評価

への改正に加え、現在、規則で規定している級別基準職務表を本条例で定めるものでございます。 

 第５条及び第７条につきましては、周防大島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関す

る条例及び周防大島町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正でございます。 

 一般職の職員の給与改定に準じ、町議会議員及び町長等の１２月期の期末手当の支給割合を

１００分の５引き上げ、現行の１００分の１６２.５から１００分の１６７.５に改正するもので

ございます。 

 この改正で６月期、１２月期を合計した年間の期末手当の支給割合は、現行の１００分の

３１０から１００分の３１５となります。 

 第６条及び第８条につきましても、周防大島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関す

る条例及び周防大島町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正でございますが、第５条及び
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第７条において、１２月期に１００分の５引き上げた期末手当の支給割合を、６月期及び１２月

期において、それぞれ１００分の２.５に振り分ける改正を行い、６月期には１００分の２.５を

加えた１００分の１５０に、１２月は１００分の２.５を減じ、１００分の１６５に改正するも

のでございます。 

 この改正により６月期と１２月期を合計した年間の期末手当の支給割合は第５条及び第７条と

同様に１００分の３１５となります。 

 附則第１項及び第２項は、施行期日を定めるもので、本条例の第１条、第３条、第５条及び第

７条の規定は公布の日から施行し、平成２７年４月１日から適用とし、第２条、第４条、第６条

及び第８条につきましては、平成２８年４月１日から施行するものでございます。 

 附則第３項及び第４項は、中途の異動者や採用者間において、均衡上必要と認められる限度で

調整することができると規定したものでございます。 

 附則第５項は、改正前の給与条例の規定に基づいた給与が、改正後の給与条例の規定による内

払いとするとしており、改正後の条例の規定を適用した場合は、その差額を支給することとなり

ます。 

 附則第６項及び第７項も、改正前の条例の規定に基づいた町議会議員及び町長等の期末手当が、

改正後の条例の規定による議会議員及び町長等の期末手当の内払いとしており、改正後の条例を

適用した場合は、その差額を支給することとなります。 

 附則第８項は、規則への委任であります。 

 なお、今回の改正による年間の影響額でございますが、約１,９２７万円の増額となる見込み

でございます。 

 続いて、議案第２８号周防大島町一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正についてであ

ります。 

 改正の要点を御説明申し上げます。 

 平成２６年５月１４日に地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律が公布さ

れ、地方公務員法第２４条に規定されている、給与、勤務時間等の勤務条件の根本基準の見直し

により項ずれが生じたため、本条例について改正を行うものでございます。 

 なお、附則として、法律の施行と同日の平成２８年４月１日に施行することとしております。 

 続いて、議案第２９号周防大島町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正につ

いてであります。 

 改正の要点を御説明申し上げます。 

 第３条第６号の改正につきましては、平成２６年５月１４日に地方公務員法及び地方独立行政

法人法の一部を改正する法律が施行され、地方公務員法第２３条に規定されている職務内容と責



- 57 - 

任の程度により序列を設定する職階制から、業績、取組姿勢、能力等を客観的に評価し、給与の

処遇や能力開発等に反映する人事評価に改められるため、本条例について所要の改正を行うもの

でございます。 

 また、第５条第２号の改正につきましては、行政不服審査法が全部改正され、平成２８年４月

１日に施行されることから、不服申し立ての手続きを審査請求に一元化するために、本条例の改

正を行うものでございます。 

 なお、附則として、法律の施行と同日の平成２８年４月１日に施行することとしております。 

 最後に、議案第３０号周防大島町営住宅及び一般住宅条例の一部改正についてであります。 

 このたびの改正は、政策空家となっている町営住宅を用途廃止しようとするものであります。 

 町営住宅の用途廃止につきましては、資料の別表は設置している町営住宅等の名称及び設置場

所等について規定したものですが、政策空家となっている町営住宅の真宮住宅１戸と一般住宅の

大泊住宅３戸を用途廃止しようとするものであります。 

 なお、今回の改正により、町営住宅等の総管理戸数は、４戸減の６８２戸となります。 

 来年度当初予算案に解体工事費を計上させていただいておりますが、当初予算案と併せて御議

決を賜りましたならば、順次、解体を予定しております。 

 附則として、この条例は平成２８年４月１日から施行しようとするものであります。 

 以上が、議案第２３号から議案第３０号までの補足説明であります。 

 何とぞ、慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。 

 議案第２３号周防大島町防災行政無線放送施設の設置及び管理に関する条例の一部改正につい

て、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第２４号周防大島町職員定数条例の一部改正について、質疑はございませんか。吉田議員。 

○議員（１１番 吉田 芳春君）  合併当初、２８１人職員がおられたと思いますが、今現在、職

員は何名でしょうか。お尋ねいたします。 

○議長（荒川 政義君）  奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  合併当初、３８１名だったものが、現在２６１名でございます。 

○議長（荒川 政義君）  いいですか。ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 
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 議案第２５号周防大島町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について、質

疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第２６号周防大島町報酬及び費用弁償条例の一部改正について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第２７号周防大島町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について、質疑はござ

いませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第２８号周防大島町一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正について、質疑はござ

いませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第２９号周防大島町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について、質

疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第３０号周防大島町営住宅及び一般住宅条例の一部改正について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより討論、採決に入ります。議案第２３号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第２３号周防大島町防災行政無線放送施設の設置及

び管理に関する条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。議

案第２４号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第２４号周防大島町職員定数条例の一部改正につい

て、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。議

案第２５号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第２５号周防大島町職員の勤務時間、休日及び休暇

に関する条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。議

案第２６号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第２６号周防大島町報酬及び費用弁償条例の一部改

正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。議

案第２７号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第２７号周防大島町一般職の職員の給与に関する条

例等の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。議

案第２８号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第２８号周防大島町一般職の職員等の旅費に関する

条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。議

案第２９号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第２９号周防大島町人事行政の運営等の状況の公表

に関する条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。議

案第３０号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより起立による採決を行います。議案第３０号周防大島町営住宅及び一般住宅条例の一部

改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩をします。 

午後２時00分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時10分再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２７．議案第３１号 

○議長（荒川 政義君）  日程第２７、議案第３１号周防大島町と広島市との連携中枢都市圏形成

に係る連携協約の締結に関する協議についてを議題とします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  それでは、議案第３１号周防大島町と広島市との連携中枢都市圏形成

に係る連携協約の締結に関する協議について、補足説明をいたします。 

 連携中枢都市圏の形成に取り組む広島広域都市圏には、平成２７年７月に、それまで未加入で

あった山口県東部の和木、周防大島町、上関、平生、田布施の５町が新たに加わり、広島市の都

心部からおおむね６０キロの圏内にある、東は三原市エリアから西は山口県柳井市エリアまでの

２４市町で構成されています。 

 全国的に人口減少・少子高齢社会が到来する中にあって、人口減少・少子高齢化に歯どめをか
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け、圏域の経済を活性化し自律的で持続的な発展を図るとともに、中四国地方の発展に寄与する

役割を担い続けていくためには、ヒト・モノ・カネ・情報の循環を基調とするローカル経済圏を

構築する必要があります。 

 そのために広島広域都市圏において、このたび国が設けた連携中枢都市圏制度により、地域の

資源を圏域全体で活用するさまざまな施策を連携として展開することで、圏域経済の活性化と圏

域内人口２００万人超を目指す２００万人広島都市圏構想の実現を図ることとしております。 

 このたびの議案は、連携中枢都市圏制度の連携中枢都市の広島市と周防大島町が、広島広域都

市圏の目指す将来と、その実現に向けて取り組むための連携協約書の締結に向けた協議を行うこ

とについて、地方自治法第２５２条の２第３項の規定により議会の議決をいただこうというもの

でございます。 

 何とぞ慎重なる御審議の上、御決議を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑はございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより起立による採決を行います。議案第３１号周防大島町と広島市との連携中枢都市圏形

成に係る連携協約の締結に関する協議について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を

求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２８．議案第３２号 

○議長（荒川 政義君）  日程第２８、議案第３２号山口県市町総合事務組合を組織する地方公共

団体の数の増減、共同処理する事務の変更、共同処理する事務の構成団体の変更及びこれに伴う

規約の変更についてを議題とします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  議案第３２号山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の

増減、共同処理する事務の変更、共同処理する事務の構成団体の変更及びこれに伴う規約の変更

について補足説明をいたします。 
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 山口県市町総合事務組合規約第３条の改正につきましては、総合事務組合が共同処理する事務

に、行政不服審査法第８１条第１項に規定されている機関を行政不服審査会として、その審査会

の設置及び権限に関する事務を加え、第１１条の２につきましては、行政不服審査会に関し必要

な事項を規定するものでございます。 

 別表第１につきましては、平成２８年３月３１日限りで美祢市萩市競艇組合が解散することに

伴い脱退し、平成２８年４月１日から岩国地区消防組合及び宇部・山陽小野田消防組合の２団体

が新たに加入するために改正するものでございます。 

 別表第２の第６項につきましては、平成２８年４月１日から非常勤職員公務災害補償等事務を

共同処理する団体に、宇部市、山口市、防府市、美祢市、周南市及び山陽小野田市の６市を加え、

同表第７項につきましては、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償等事

務を共同処理する団体に美祢市及び周南市を加え、同表第８項につきましては、別表第１で御説

明いたしましたとおり、平成２８年３月３１日限りで美祢市萩市競艇組合が解散し、山口県市町

総合事務組合から脱退するため削除をし、同表第１１項につきましては、第３条及び第１１条の

２で御説明いたしましたとおり、総合事務組合が共同処理する事務に、行政不服審査会の設置及

び権限に関する事務を加えたことに伴い、その共同処理する地方公共団体を追加するものでござ

います。 

 別表第３につきましては、別表第２の第６項に、先ほど御説明いたしましたとおり、非常勤職

員公務災害補償等事務を共同処理する団体に、宇部市、山口市、防府市、美祢市、周南市及び山

陽小野田市の６市を加えましたが、そのうち、宇部市、山口市及び山陽小野田市の３市について、

加入対象職員を規定する表を加えるものでございます。 

 なお、附則として、平成２８年４月１日に施行することとしております。 

 何とぞ、慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑はございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより起立による採決を行います。議案第３２号山口県市町総合事務組合を組織する地方公

共団体の数の増減、共同処理する事務の変更、共同処理する事務の構成団体の変更及びこれに伴

う規約の変更について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２９．議案第３３号 

○議長（荒川 政義君）  日程第２９、議案第３３号財産の無償貸付けについてを議題とします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  議案第３３号財産の無償貸付けについて、補足説明をいたします。 

 本案は、旧和田小学校の校舎及びグラウンドの一部について、平成２７年１１月臨時議会で御

報告いたしました株式会社ビジコムに、周防大島町まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標

である、地域にしごとを創り若年者の定住を図る地域振興の目的で、土地及び建物の無償貸し付

けを行うにあたり、地方自治法第９６条第１項第６号の規定に基づき、議会の議決を求めるもの

でございます。 

 内訳は、旧和田小学校の本校舎をサテライト・オフィスとして、ビジコム社の商品管理ＰＯＳ

システムやカードリーダー、プリンターなど関連付属商品の受注、発送、顧客への請求事務など

を行うための施設として、またグラウンドの一部を顧客用の駐車スペースとして、建物及び土地

を貸し付けしようとするものでございます。 

 旧和田小学校は、防衛省の補助により平成７年度に建設したものでありますが、平成２６年

３月の閉校により教育関連の収蔵倉庫として使用していたものを、補助目的外のサテライト・オ

フィスに転用することについて、建設に係る補助金の返還の免除を受けるため無償貸し付けとす

るものでございます。 

 貸し付け期間は、株式会社ビジコム社で建物内に展示室や商品開発部門のコンピューター関連

の設備や企業コンセプトを反映した備品、内装改修を行って事業の拡大を図り、町内での雇用を

生み出したいとのことから１０年間としております。 

 なお、電気、ガス、水道といった維持管理に必要な経費は、ビジコム社に負担をしていただく

ことにしております。 

 何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑はございませ

んか。吉田議員。 

○議員（１１番 吉田 芳春君）  建物は無償は仕方がないと思いますけれども、グラウンドは使

用料を徴収できるのではないかと思います。グラウンドはスポーツ少年団が練習に使用されてお

りますが、その辺の影響はないのかどうなのかお伺いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  奈良元総務部長。 
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○総務部長（奈良元正昭君）  グラウンドは有償でもいいのではないかというような御意見ですけ

ども、これにつきましても、町としては県と協力して企業誘致というスタンスで、今、ビジコム

社の誘致を行ってきたところでございまして、そういったことで条件的には無償でグラウンドも

貸し付けたいと。一部についてですね。という考えでおります。 

 そのグラウンドを使用されてる方につきましては、かわりの施設といいますと、今、片添のグ

ラウンドがございますけども、そちらのほうで練習されるということで調整をしているところで

ございます。 

○議長（荒川 政義君）  吉田議員。 

○議員（１１番 吉田 芳春君）  すいませんね、はあすぐ終わりますから。 

 三蒲小学校にパプリカをしておりますが、これは使用料はいただいてるんじゃなかったかと思

うんですけども、その辺の兼ね合いはいいんでしょうかね。（「ええんかいの関連で」と呼ぶ者

あり） 

○議長（荒川 政義君）  答えられる。奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  今、先ほど申しましたように、ビジコム社に、今回の和田小の件に

つきましては、町が企業誘致ということである程度の条件整備を行うということで、無償で貸し

付けという判断でございます。また、今の旧三蒲小学校のパプリカについては、企業進出という

ことで、先方からの進出ということで有償での貸し付けという判断をしております。 

○議長（荒川 政義君）  吉田さん、いいですか。（発言する者あり） 

 今元議員。 

○議員（８番 今元 直寬君）  要は、大島町が大家になるっちゅう形ですよね。そうした場合の、

今後建物あるいは設備が毀損した場合の、それはどういうふうな契約になっているんでしょうか。

１０年間の契約っちゅうことですよね。その間にいろいろあちこち傷んできたというような場合

は、普通たなこに対しての親の義務っていうか、それはうたってあると思うんですけど、その辺

はどうなってるんでしょうか。 

○議長（荒川 政義君）  奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  基本的には町の建物でございますし、町が貸し付けてるものですか

ら、その原因にもよりますけれども、町が負担すべきものは町が負担するし、先方の過失により

破損とかした場合には先方の経費で修繕をしていただくという格好になりますし、町の建物です

から火災保険等々については町が管理しておるという状況でございます。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 
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 これより討論を行います。討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより起立による採決を行います。議案第３３号財産の無償貸付けについて、原案のとおり

決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３０．議案第３４号 

○議長（荒川 政義君）  日程第３０、議案第３４号周防大島町過疎地域自立促進計画の策定につ

いてを議題とします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  議案第３４号周防大島町過疎地域自立促進計画の策定について、補足

説明をいたします。 

 本案は、周防大島町過疎地域自立促進計画の策定にあたり、過疎地域自立促進特別措置法第

６条第１項に基づき本議会の議決を求めるものでございます。 

 過疎地域自立促進特別措置法につきましては、過去幾度もの失効期限延長を受け、現在は平成

２４年６月２７日に施行された過疎地域自立促進特別措置法の一部改正により、平成２８年３月

３１日までであったものが、平成３３年３月３１日までに失効期限延長となっております。 

 このことにより、平成２８年度から平成３２年度までを計画期間とする周防大島町過疎地域自

立促進計画を策定したものであります。 

 基本的には、従来の計画を踏襲し策定をしておりますが、今回の計画につきましては、策定に

係る義務付けは廃止されたものの、法に基づく財政上の特別措置を活用する場合は計画の策定が

必要であると定められておりますので、過疎対策事業債の活用などが想定される事業のみを掲載

させていただいております。 

 今後は地域の要望に応えながら見直しや変更を加え、必要に応じてお諮りをしていきたいと存

じます。 

 何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑はございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 
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 これより討論を行います。討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより起立による採決を行います。議案第３４号周防大島町過疎地域自立促進計画の策定に

ついて、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３１．議案第３５号 

○議長（荒川 政義君）  日程第３１、議案第３５号辺地総合整備計画の策定についてを議題とし

ます。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  議案第３５号辺地総合整備計画の策定について、補足説明をいたしま

す。 

 本案は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和

３７年法律第８８号）第３条第１項の規定に基づき、離島である浮島への海底送水管・配水池・

各地区への配水管等を新設し、水質・水不足を改善するための浮島辺地総合計画を策定すること

について、議会の議決を求めるものでございます。 

 何とぞ、慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより起立による採決を行います。議案第３５号辺地総合整備計画の策定について、原案の

とおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３２．議案第３６号 
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日程第３３．議案第３７号 

日程第３４．議案第３８号 

日程第３５．議案第３９号 

日程第３６．議案第４０号 

○議長（荒川 政義君）  日程第３２、議案第３６号屋代山泉センターの指定管理者の指定につい

てから、日程第３６、議案第４０号小泊集会施設の指定管理者の指定についてまでの５議案を一

括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  それでは議案第３６号から議案第４０号までにつきましては、一括し

て補足説明をいたします。 

 この５議案につきましては、周防大島町コミュニティ施設設置条例に定める屋代山泉センター、

神領コミュニティセンター、小松コミュニティセンター、油宇集会施設、小泊集会施設の指定管

理者の指定について、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求めるも

のでございます。 

 まず、議案第３６号屋代山泉センターの指定管理者の指定についてでありますが、この施設は、

現在、施設が位置するコミュニティ組織の屋代山泉地区コミュニティ会を指定管理者に指定して

おります。 

 次に、議案第３７号神領コミュニティセンターの指定管理者の指定についてでありますが、こ

の施設も議案第３６号と同様に、コミュニティ組織神領共和会の区域に位置しており、現在、指

定管理者に指定し、コミュニティ活動の拠点となっているところでございます。 

 続いて、議案第３８号小松コミュニティセンターの指定管理者の指定についてでありますが、

この施設は、現在、小松コミュニティセンター運営委員会を指定管理者に指定をしております。

この運営委員会は、施設建設にあわせ施設の運営管理を目的に設立された組織であり、コミュニ

ティ活動の一助をなしております。 

 続いて、議案第３９号油宇集会施設の指定管理者の指定についてでありますが、この施設は、

自治会組織油宇自治会の区域に位置しており、自治会活動の拠点となっているところです。 

 続いて、議案第４０号小泊集会施設の指定管理者の指定につきましては、この施設も議案第

３９号と同様、自治会組織小泊自治会の区域に位置しており、自治会活動の拠点となっていると

ころでございます。 

 従いまして、これらの５施設につきましては、周防大島町コミュニティ施設設置条例第６条第

１項の規定により、非公募によりこれからも引き続き、屋代山泉地区コミュニティ会、神領共和

会、小松コミュニティセンター運営委員会、油宇自治会、小泊自治会を指定管理者に指定するこ
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とが好ましいと判断し、提案させていただきました。なお、期間につきましては、平成２８年

４月１日から平成３３年３月３１日までの５カ年としております。 

 何とぞ、慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。 

 議案第３６号屋代山泉センターの指定管理者の指定について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第３７号神領コミュニティセンターの指定管理者の指定について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第３８号小松コミュニティセンターの指定管理者の指定について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認めて、質疑を終結します。 

 議案第３９号油宇集会施設の指定管理者の指定について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第４０号小泊集会施設の指定管理者の指定について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 これから討論、採決に入ります。議案第３６号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第３６号屋代山泉センターの指定管理者の指定につ

いて、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第３７号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  なしと認め、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第３７号神領コミュニティセンターの指定管理者の

指定について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第３８号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第３８号小松コミュニティセンターの指定管理者の

指定について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第３９号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第３９号油宇集会施設の指定管理者の指定について、

原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第４０号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第４０号小泊集会施設の指定管理者の指定について、

原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３７．議案第４１号 

日程第３８．議案第４２号 

○議長（荒川 政義君）  日程第３７、議案第４１号周防大島町高齢者生活福祉センター和田苑の

指定管理者の指定についてから日程第３８、議案第４２号周防大島町高齢者生活福祉センターし

らとり苑の指定管理者の指定についてまでの２議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  議案第４１号及び議案第４２号につきましては、一括して補足説明を

いたします。 
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 現在、周防大島町高齢者生活福祉センター設置条例に規定する和田苑、しらとり苑につきまし

ては、毎年度１年間を指定期間とし、社会福祉法人周防大島町社会福祉協議会を指定管理者とし

て協定書を締結し、管理運営をお願いしております。 

 この事業は、高齢等のため在宅生活に不安のある者に対し、自炊設備のある居室を提供し、生

活援助員を配置して、利用者に対し相談・助言を行うものでございます。国の定める要綱でも指

定通所介護事業所を経営するものであって、適切な事業運営が確保できると認められるものに委

託できるとなっております。 

 このことから、本施設において、生きがい活動支援通所事業や指定通所介護事業を実施してい

る社会福祉法人周防大島町社会福祉協議会を、指定管理者として引き続き非公募により１年間指

定しようとするものでございます。 

 何とぞ、慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。 

 議案第４１号周防大島町高齢者生活福祉センター和田苑の指定管理者の指定について、質疑は

ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第４２号周防大島町高齢者生活福祉センターしらとり苑の指定管理者の指定について、質

疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これから討論、採決に入ります。議案第４１号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第４１号周防大島町高齢者生活福祉センター和田苑

の指定管理者の指定について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第４２号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第４２号周防大島町高齢者生活福祉センターしらと
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り苑の指定管理者の指定について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３９．議案第４３号 

日程第４０．議案第４４号 

日程第４１．議案第４５号 

○議長（荒川 政義君）  日程第３９、議案第４３号安高地区農事集会所の指定管理者の指定につ

いてから日程第４１、議案第４５号鹿家地区農事集会所の指定管理者の指定についてまでの３議

案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  それでは、議案第４３号から議案第４５号までの周防大島町立農事集

会所条例に定める３施設に係る指定管理者の指定につきましては、一括して補足説明をいたします。 

 まず、議案第４３号安高地区農事集会所の指定管理者の指定についてでありますが、この施設

は自治会組織安高自治会の区域に位置しており、自治会活動の拠点となっているところです。 

 次に、議案第４４号正分地区農事集会所の指定管理者の指定についてでありますが、この施設

は自治会組織正分自治会の区域に位置しており、自治会活動の拠点となっているところです。 

 続いて、議案第４５号鹿家地区農事集会所の指定管理者の指定についてでありますが、この施

設は自治会組織鹿家自治会の区域に位置しており、自治会活動の拠点となっているところです。 

 よって、施設の設置目的からも、非公募によりこれからも引き続き、それぞれ安高自治会、正

分自治会、鹿家自治会を指定管理者に指定することが望ましいと判断し、このたび、指定管理者

として議会の議決を求めるものでございます。なお、期間につきましては、平成２８年４月１日

から平成３３年３月３１日までの５年間としております。 

 何とぞ、慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。 

 議案第４３号安高地区農事集会所の指定管理者の指定について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第４４号正分地区農事集会所の指定管理者の指定について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 
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 議案第４５号鹿家地区農事集会所の指定管理者の指定について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより討論、採決に入ります。議案第４３号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより起立による採決を行います。議案第４３号安高地区農事集会所の指定管理者の指定に

ついて、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員でございます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第４４号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第４４号正分地区農事集会所の指定管理者の指定に

ついて、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第４５号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより起立による採決を行います。議案第４５号鹿家地区農事集会所の指定管理者の指定に

ついて、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（荒川 政義君）  以上で、本日の日程は全部議了いたしました。 

 本日はこれにて散会をいたします。次の会議は明日３月９日水曜日、午前９時３０分から開き

ます。 

○事務局長（福田 美則君）  御起立願います。一同、礼。 

午後２時43分散会 

────────────────────────────── 


